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去る7月24日（日）午前10時30分より、日
本医師会館大講堂において標記シンポジウムが
開催されたので、その概要について報告する。

石井正三日医常任理事の司会により会が開か
れ、会次第に沿ってシンポジウムが進行された。

主催挨拶
日本医師会の原中勝征会長（代読：横倉副会

長）より、概ね以下の通り挨拶があった。
医療は、医療を受けられる方と医療に従事す

る両者間の信頼があって成り立っている。しか
し、より良い結果を求めても結果が伴わないと
いう不確実な面を持っていることも否めない。
日々進歩する医学的医療を生涯に亘り学習し、
より良い医療の提供を行うことは我々医療者の
責務である。
平成11年1月の横浜市立大学における患者

の取り違え事故、同年2月の都立広尾病院にお
ける注射薬剤の誤投与事件をきっかけに、我が
国では医療従事者に対する刑事措置の流れが急
加速している。しかしながら、医師をはじめ医
療者に対する刑事措置というものは、医療が包
括する不確実性とは馴染まない面がある。医師
をはじめ医療者の医療に対する意欲を著しく減
退させ、医療崩壊を招く要因の一つとなってい
る。このような状態は、医療者のみならず国民
全体にとって決して望ましいことではない。
私共は、医療者を代表する団体として、国民

の皆様にこの問題を分かりやすく語りかけ、医
療への信頼を築きあげていきたいと考えている。
このシンポジウムが、安心と信頼を持って医

療を受けることが出来るよう、医療者また法曹

関係の皆様、マスコミの皆様、そして国民の皆
様が、医療に関する刑事措置について考えてい
ただくきっかけになることを心から願っている。
ここ数年、医療事故調査制度に関して様々な

議論がなされている。医療事故調査制度は、医
療安全を預かり、そして真の死因を究明するた
めに必要不可欠な制度である。日本医師会で
は、今期、医療事故調査プロジェクト委員会で
ご議論いただき、本日の資料の中にも入れてい
るが、一定の方向性を提示することができた。
本日の議論が、医療事故調査制度の実現に向

け大きな推進力となることを信じている。

来賓挨拶
細川律夫厚生労働大臣（代読：羽生田日本

医師会常任理事）より、概ね以下の通り挨拶が
あった。
現在、我が国では、国民の皆様が安心・納得

が出来る安全な医療の確保に向け、一層の取り
組みが求められているところである。
このため厚生労働省においては、医療事故情

報収集等事業、医療安全支援センターの制度
化、医療裁判外紛争解決（ADR）機関連絡調
整会議の開催等の施策を推進している。また、
医療死亡事故の原因究明、再発防止を行う仕組
みのあり方に関しては、これまで種々の議論が
行われてきたが、今後も、様々な方からのご意
見を伺いながら検討を進めていきたいと考えて
いる。
医療は、提供する側と受ける側の共同作業で

ある。相互の信頼関係なくして医療体制の更な
る改善はなし得ない。我々はこれからも安心
し、信頼し合う医療を求めて一層の努力をして
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いく必要がある。厚生労働省としても、医療に
おける患者の尊厳を保証し、また医療に携われ
る方々が、安心して業務に当たることができる
医療を目指し、今後とも各種施策に取り組んで
いきたい。ご理解ご協力を賜りたい。

基調講演
「医師法21条を考える」
東京大学大学院法学政治学研究科教授の樋

口範雄先生より、「医師法21条を考える」と題
した講演が行われた。
講演では、医療安全の課題として、『いかに

して医療事故の発生を防止するか、減少させる
か。事故が生じた場合に、医師その他の医療ス
タッフや医療機関がいかに対応するか。』とい
う将来のための視点が重要であるが、我が国の
法的対応は、刑事司法の突出、行政処分の拡大
等、過去を向いた制裁型の対処となっており、
また、場当たり的で平等な適用でもなく、医療
安全に資するところが少ないと意見され、医療
安全のための法的対応として他の道はないかと
提起し、法的システムの改革について具体的な
見解が示された。
その中で、日本の大綱案のポイントとして3

点が上げられると説明があり、1点目として
「医師法21条から警察への流れを断ち切る」、2
点目として「医療事故について業務上過失致死
罪には重過失を必要とする」、3点目として「医
療事故が犯罪に当たるか否かについて専門家の
チェックを前置する」との考えが示された。ま
た、これらについては、重過失の曖昧さや第三
者機関が警察に繋ぐトンネルになりかねない等
の反対理由が上げられているが、第三者機関の
代案として出されているADRや院内調査では、
医療安全が社会的課題であるという認識はな
く、当事者間の問題に矮小化しかねないと指摘
した。
最後に、刑事司法への糸口となる医師法21

条は未だ現存しており、いかにして医療事故の
発生を防止するか減少させるか等について、法
がどのような役割を果たすのかを、今後も引き

続き検討していく必要があると意見された。

シンポジウム
Ⅰ「東京女子医大事件」

（1）弁護人の立場から
ミネルバ法律事務所の喜田村洋一弁護士よ

り、本事案に係る弁護人の立場として説明があ
った。
始めに、刑事裁判の目的は、検察官の主張と

弁護人の主張を比較して、どちらが正しいかを
判断する（事故原因を究明する）ためのもので
はなく、判断対象は検察官の起訴（主張）のみ
であり、その正否を判断すれば足りることか
ら、必ずしも事故原因について判断する必要が
ない場合もあると説明があった。
本事案についても、地裁では、死亡原因は不

明のまま、検察官の「①吸引ポンプの回転数を
上げたことによるリザーバー内部の陰圧低下、
②フィルターを閉塞させたことによる陰圧低下」
という主張について、フィルターが閉塞しなけ
れば陽圧にはならないが、閉塞を予見すること
はできなかったとして、被告人の過失を否定し
て無罪との判決を下していると説明があった。
死亡原因については、高裁において「脱血カ

ニューレの位置不良による上大静脈からの脱血
不良と、送血の継続による頭部鬱血」と解明さ
れ、その上で、被告人の人工心肺操作と患者の
死亡には因果関係がないとして無罪との判決が
下されている。
本事案では、医学の素人である検察官が医学

的に非常識な起訴をしており、その根拠には、
東京女子医大の内部報告書があったためである
と説明があった。
この内部報告書は、女子医大の内部において

心臓外科の専門医を除外して構成された委員会
において作成されたものであり、非科学的な推
論と結論が記されていたと説明があり、報告書
の意図としては、大学の責任を不問に付し、被
告人だけに責任を押し付けようとしていたとこ
ろにあると意見された。
その後、この内部報告書については、2011
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年1月6日に、東京女子医大と報告書作成責任
者が、佐藤医師に対し、「佐藤医師の人工心肺
の操作が患者の死亡原因であるかのような誤っ
た記載があったことを認め、そのことを契機と
して、同医師が7年間に及ぶ刑事裁判で刑事被
告人の地位に置かれ、心臓外科医としてのキャ
リアを失うなど重大な苦痛を受けるに至ったこ
とについて衷心から謝罪する」と表明したと説
明があった。

（2）当事者の立場から
いつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹先

生より、本事案に係る当事者の立場として説明
があった。
始めに、本事案が刑事事件となった契機は、

院内事故調査報告書（内部報告書）を患者家
族がメディアに暴露したことであると説明があ
った。
この内部報告書は、心臓外科医が意図的に排

除された委員会で作成されたものであり、一般
的に、現場の医師個人と管理者である病院幹部
には利益相反が存在しているため、大学病院側
は、管理責任を隠蔽するために、「科学的では
ない」「根拠のない」「誤操作説」を捏造したと
推測されると意見された。
このような内部報告書により被ったような被

害が今後二度と発生しないためには、事故調査
委員の人権意識のある「公正」な視線をもった
調査が必要であり、そのためには、「報告書作
成終了前に、関係する現場医療関係者から意見
を聞く機会をもうけること」、「報告書に対する
当事者の不同意権と拒否権を担保し、不同意理
由を報告書に記載すること」、この2点が遵守
されない事故報告書は無効とすべきであるとの
見解が述べられた。

Ⅱ「杏林大学割り箸事件」
（1）耳鼻科医の立場から
元杏林大学耳鼻咽喉科教授の長谷川誠先生

より、本事案に係る耳鼻科医の立場として説明
があった。

始めに、本事案は刑事及び民事裁判の法的決
着を見るまでに、約10年に亘る長い歳月が経
過し、現在の医療危機を引き起こす引き金とな
った重要な事件の一つであると意見された。
本事案は、刑事裁判の第一審及び控訴審にお

いて、検察官は業務上過失致死を主張していた
が、地裁、高裁のいずれにおいても無罪の判決
を得ており、また民事裁判の第一審及び控訴審
においては、控訴人らは担当医の診療行為にお
ける注意義務違反（過失）を主張していたが、
地裁、高裁のいずれにおいても過失なしの判決
を得ていると報告があった。
この事件は、「善意に基づいた医療行為」の

結果に対して刑事責任を問うという、日本社会
の問題点を浮き彫りにしていると意見され、
「医療過誤を度々繰り返す医師やその他の医療
従事者に対しては、再教育や行政処分等のペナ
ルティを課すことは必要であるかもしれない
が、その際重要なことは、「善意に基づいた医
療行為」であったかどうか、あるいは本当にそ
れが医療過誤であるかどうかの正しい判断をす
ることが必須である。」との見解が述べられ、
これらの判断は、医師を中心とした医療関係者
が行うべきものであり、医療について基本的な
教育、研修訓練を受けていない法律家の判断に
任せるべきではなく、医師の自立に基づいて行
われるべきものであるとの見解が示された。
またメディアの対応についても言及し、報道

機関による人権侵害は極めて激しく恣意的かつ
熾烈なものであり、裁判所の最終的な判断が示
された後でも、一部の報道機関は新聞紙面や放
送番組の番組構成により、あたかも医師に過失
があったかのような報道に終始していたと説明
があり、ひとたびメディアの報道対象になる
と、抜き差しならない状況に引きずり込まれる
という事実を認識しておかなければならないと
意見された。
最後に、「医学は不確実なものであり、その

不確実なものの組み合わせが医療である」とい
う認識を明確に持つべきであり、また医療過誤
はある確立で必ず発生するという認識を持っ
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て、全てはそこからスタートすべきであろうと
の見解が述べられた。

（2）弁護人の立場から
奥田総合法律事務所の小林充弁護士より、本

事案に係る弁護人の立場として説明があった。
始めに、本事案における検察官の公訴事実

（要旨）について説明があり、検察官が主張す
る注意義務違反、予見義務違反、結果回避義務
違反と、担当医の行った医療行為との因果関係
について解説が行われた。

Ⅲ「県立大野病院事件」
（1）弁護人の立場から
関内法律事務所所長の平岩敬一弁護士より、

本事案に係る弁護人の立場として説明があった。
始めに、本事案における問題点として、①県

医療事故調査委員会報告書、②鑑定（医療・病
理）、③逮捕・勾留、④専門家の意見書を無視
した起訴、⑤医師の裁量を過失と捉えた公訴事
実、という5点が上げられると説明があり、そ
れぞれの問題点について見解が述べられた。
本事案では、新聞記事が捜査の端緒であった

と検察官は主張しており、その新聞記事には、
事故調査委員会報告書で医療ミスがあったとの
調査結果が公表され、県が過失を認めて謝罪し
たことが写真入りで報じられていた。しかし、
県医療事故調査委員会報告書については、第1
回公判の起訴状朗読後に行われた弁護人の冒頭
陳述で、「同報告書は、再発防止の観点と過失
を前提とする損害賠償保険の適用を配慮して作
成されたものであり、被告人の刑事責任につな
がる過失を認めたものではない。」と述べてお
り、検察官は、甲1号証として真っ先に証拠と
すべき報告書について、証拠請求すらしていな
いと説明があった。
また、鑑定書については、警察から鑑定依頼

を受けた鑑定医は、『「私は周産期の専門じゃな
くて、一般の産婦人科の専門医であるが、その
知識でしか鑑定できないが、よろしいかと尋
ね」「お願いしますと警察に言われた」』と証言

しており、鑑定意見書の信用性についても問題
があったと説明があった。
更に、逮捕状による逮捕及び勾留の問題点と

して、逮捕については、刑訴法第199条2項に
おいて「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを
疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官
又は司法警察員の請求により、逮捕状を発す
る。但し、明らかに逮捕の必要がないと認める
ときは、この限りではない」と規定されてお
り、本件は、明らかに逮捕の必要性がないにも
関わらず、担当医が逮捕された事については非
常に問題があると説明し、勾留についても、刑
訴法第60条において、「被告人が定まった住居
を有していないとき」、「被告人が罪証を隠ぺい
すると疑うに足りる相当な理由があるとき」、
「被告人が逃亡し、又は逃亡すると疑うに足り
る相当な理由があるとき」にこれを勾留するこ
とができると規定されているが、担当医にその
可能性は考えられないことから、勾留について
も問題あると意見された。
最後に、今後、本事案と同様の問題を発生さ

せないためには、医師法21条を改正し、医療
行為についての届出を廃止すること。また、専
門家を中心とする公正・中立な第三者機関によ
る原因究明と再発防止のための事故調査委員会
を創設する必要があるとの見解が述べられた。

（2）特別弁護人の立場から
日本医師会総合政策研究機構研究部長の澤

倫太郎先生より、本事案に係る特別弁護人の立
場として説明があった。
始めに、特別弁護人とは、「法律以外の特定

の分野に精通した弁護人が必要な場合に、裁判
所の許可を得て弁護士資格のない者でも弁護人
として選任することが可能である。それを特別
弁護人という」と説明があり、本事案において
は、担当医に対し、大野病院関係者及び福島県
立医科大学の同僚らを含む本件事件関係者と
は、面接、電話、手紙、その他いかなる手段を
とるかを問わず、接見、通信ないし交通するこ
とを禁じた厳しい保釈条件が付けられていたこ
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とから、特別弁護人であった自分だけが社会と
の窓口であったと説明があった。
県立大野病院事件における問題点として、

『捜査関係者の医学的知識の欠如』、『遺族感情
に直面する捜査当局』、『調査報告書の問題点』、
『訴訟の遅延』という4点を上げ、捜査関係者の
医学的知識の欠如については、「関係者は専門
家への聞き取りが不十分であり、専門家への聞
き込みをしないのは、捜査機関の医学的知識が
不十分であることによる。あるいは、封建制、
閉鎖性のイメージにとらわれているのか」と指
摘し、調査報告書の問題点については、「医学
的に“こうあるべき”というのが調査報告書で
は、民事的に“賠償すべき”、行政処分を“課
すべき”、刑事責任を“負うべき”と混同されて
いる。また、当事者たる病院が作成することに
ついては、慎重でなければならない。病院は、
事件の早期解決に利益を有し、積極的に病院の
非を認める報告書となり、これが刑事手続きに
流用される可能性がある」と指摘した。

（3）当事者の立場から
国立病院機構福島病院産婦人科部長の加藤

克彦先生より、本事案に係る当事者の立場とし
て説明があった。
始めに、亡くなられた患者様に対してのお悔

やみが述べられ、その後、全国の先生方や多く
の方々にご支援をいただき、心から感謝申し上
げたいとした言葉が述べられた。
その後、本事案に係る逮捕から勾留に至るま

での経緯や、勾留中の状況、その間の弁護士等
との話し合いの内容等について説明があった。
説明では、「裁判が終わるまでは一切診療が

出来ない状況であり、裁判中は不安で、いつま
で続くのか本当に心配だった。このまま続けば
産婦人科医として臨床の場には戻れないと感じ
た。」等の発言があった。

Ⅳ「医療刑事裁判の現状と課題」
日本医師会総合政策研究機構主任研究員の

水谷渉弁護士より、医療刑事裁判の現状と課題

について説明があった。
医療刑事裁判は、戦後から平成11年1月ま

での約54年間において137件であったことに
対し、平成11年1月から平成16年4月までの
約5年間において79件と、その数は急増して
いると報告があった。
県立大野病院事件判決以降の特徴として、業

務上過失致死罪での起訴件数及び判決件数は明
らかに減少している状況にあると説明があり、
医療行為による業務上過失致死罪の問題点とし
て、「応召義務がある一方で、医療は不確実で
あること」、「従うべき規範が明確に示されない
こと」、「治療困難な患者に対しても医療が必要
であること」、「医学は常に未解明の部分を含ん
でいること」、「常に医療水準に適った医療を提
供するのは困難であること」という5点を上
げ、医療は人間の生命・身体を対象とする以
上、本質的に不確実なものであり、合理的な疑
いを容れない程度にまで立証が求められる刑事
裁判には馴染まない場合が少なくないように思
われるとの見解が述べられた。

Ⅴ「プレスコメント」
日本経済新聞社編集局社会部厚生労働省・

医療班担当記者（キャップ）の前村聡氏より、
プレスコメントが述べられた。
コメントでは、これまで報告された3事件につ

いてマスコミの立場としての意見が述べられると
ともに、医療事故調創設に向けた大綱案（第三
次試案）と民主党案について説明があった。

Ⅵ「医療事故調査委員会への取り組み」
日本医師会常任理事の高杉敬久先生より、医

療事故調査制度に係る日本医師会の見解につい
て説明があった。
その中で、刑事手法ではない第3者医療事故

調査機関については、日本医療安全機構を基本
に、日本医師会、日本医学会をはじめ医療界の
関係団体が参加する「第三者的機関」を創設
し、かつ各都道府県に1カ所以上の地方組織
（医療安全調査機構地方事務局）を設置し、当
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該機関で行った調査結果については、再発防
止・医療の質向上を趣旨として、医療機関・患
者家族・医師会へ通知し、プライバシーに配慮
した上で公表するが、警察・司法への通知は行
わないとする案について説明があった。
また、届出についても、診療行為に関連した

死亡で、院内事故調査で医療事故によるものと
判断された事案は医療安全調査機構の地方組織
に届け出を行い、故意または故意と同視される
もの以外は警察に届ける義務は負わないとする
案が示された。
医師法21条についても、診療行為に関連し

た死亡は医師法21条が対象とする「異常死体」

に含めないとする改正案が示された。

パネルディスカッション
「医療事故と刑事裁判」
医療事故調査に関する検討委員会委員長・元

日本医師会副会長の寺岡暉先生並びに日本医師
会常任理事の石井正三先生の座長により、医療
事故と刑事裁判をテーマにパネルディスカッシ
ョンが行われた。

閉会
日本医師会の羽生田俊副会長より閉会の辞が

述べられた。

印象記
常任理事　稲田　隆司

聞き応えのあるシンポジウムであった。医療界を恫喝し萎縮させる医師法21条の恐ろしさをま
ざまざと見せつけられた諸報告を聞きつつ、この問題はもっと切実に国民にアピールしなければ
と思った。
紛争処理担当として時に「あの医者を逮捕して下さい」「開業できないようにしてやる」といっ

た被害感情の強さに触れる時があるが、そこに冷静な検証なく捜査当局の権力が加わった場合の
恐ろしさは想像に難くない。ましてや、その端緒が患者さん側への配慮、善意に基づいた（保険
金をおろしてあげたいという事）報告であったり、―ここで「善意」と記したが大野病院事件の
場合、福島県当局のそれもあやしい。加藤医師は、そんな事を書いたら僕は逮捕されてしまいま
すよと抗議したが、まあまあとあやふやにされたという― 善意とは程遠い大学病院のパワーポリ
ティックスであったり、マスコミの扇動であったりといったこれらの無罪判決事例は、明日は我
が身であり、断固とした組織としての防御・対応策の構築の必要性を改めて痛感した。
これ程までに医療人を痛めつけた力の数々に対して怒りを禁じ得ない。
医師法21条は眠ってはいない。何も変わってはいない。前執行部が後一歩で21条を休眠せし

め枠をはめる所まで尽力したが、その後の展開は遅々としている。ようやく「医療事故調査委員
会」設置の提案があったが、これとて具体化へ向けて数々の検討事項が山積している。どのよう
に法を変え、各都道府県に設立していくのか。現行の医事紛争処理委員会とはどういう関係とな
っていくのか。工程表はどうか。大変である。
本シンポジウムは非常に内容豊富で、各地区医師会、マスコミ、県関係者へ全資料の送付を行

った。ぜひお読み頂きたいと思います。
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印象記

理事　當銘　正彦

去る7月24日、日医総研シンポジウム（以下シンポ）に参加させて頂いた。日曜の丸一日を使っ
た密度の濃い、非常に有意義なシンポではあったが、ただひとつ不可思議なのは、以前に参加した
時もそうであったが、会場からの発言は一切禁止という形式で、本来のシンポのあり方とは言い難
い日医独特の会次第であることだが、小生の疑問はさておき聴講しての率直な印象を記したい。
テーマは「更なる医療の信頼に向けて―無罪事件から学ぶ」である。医療事故を「刑事事件」

として取り扱うことで、マスコミをも巻き込んで騒然たる話題を呼んだ3つの医療事故事案を、
直接の当事者が演題に上がり、それぞれの立場から事件の抱えた問題点を詳らかにした。
今回のシンポの画期的な意義は、これら3大事件は驚くべきことに、何れも医療者側の不用意・

不作為な言動が関与して事件化・混迷化していることが明らかにされた事である。
一つ目の東京女子医大事件は、大学当局の医療事故調査報告書が当事者である医師や専門の医

師の意見を全く聞くこともせずに作成され、独断的な推量で人工心肺を担当した佐藤医師の落ち
度による事故との報告をしているが、裁判の検証の中で報告書の内容が間違っていることが科学
的に証明された結果、何とか佐藤医師は無罪を勝ち得たものである。
2番目の杏林大学割り箸事件は、司法解剖の結果を鑑定した医師が、小児の咽頭に突き刺さって折

れた割り箸（軟口蓋に刺さった割り箸が頭蓋底の頚静脈孔を貫いて小脳に達していた）は、きちんと
診察していれば断端が見えたはずだという先入観からくる意見陳述がなされ、事故の有責性が問われ
たとのことである。ところが丁寧な解剖結果の検証により、割り箸の断端は見えないことが客観的に
証明されて無罪は確定したのであるが、この報告を行った杏林大学・長谷川教授の発言は、医事紛
争における不用意な鑑定や参考意見を陳述する医師に対し、厳しい自戒を求める重いものであった。
3つ目の福島県立大野病院事件に至っては、何をか況やである。事件の発端は、県当局と病院

幹部が患者家族に気を遣い、慰謝料を払う名目として病院側に過失があったという報告書を作成
したとのこと。その新聞報道を見て、これは業務上過失致死に相当するとの判断で警察が加藤医
師を逮捕したのである。患者家族の無念に思いを重ねるのは大事なことではあるが、表面的に取
り繕うことで丸く納めようという県当局と病院幹部の対応は余りにも安直であり、困難な医療に
立ち向かって頑張っている医師への冒涜でもあろう。
以上のように3大事件の生々しい報告が直接的に関与した医師や弁護士から為されたのであるが、

何れの事件においても医師側の不用意・不作為の言動が大きく影を落としている。本シンポの行われ
た翌7月25日のm3ニュースに、『医師逮捕、刑事事件化、防ぐのは「医師の自律」』という見出しで
以下のような記載が載った。「医療事故が刑事事件化することを防ぐには、第一に医師の自律が不可
欠であることが浮き彫りになった。医療事故が刑事事件化するきっかけとなるのは、院内事故調査委
員会の報告書である場合が多く、警察の捜査から起訴、公判に至る過程で検察側を支えるのは医師
の鑑定書であるからだ」と。まさに、今回のシンポを聴講して受けた私の率直な印象と一致する。
そして今回のシンポの更なる重要な意義は、医療事故をこの様に刑事事件化して争っても、全

く不毛であることが実証されたことである。即ち、「医師法21条」の問題と共に「業務上過失致
死」という刑法上の概念で医療事故を裁いたところで、事故の真の究明には繋がらないばかりか、
多大な労力と時間を消耗するだけで、患者側にも医療者側にも何の利益も齎さないものである。
逆に、風評被害により第一線で活躍する医師が消えたり、事件を契機に萎縮医療を招く結果とな
ったりと、医療上の社会的損失は極めて甚大である。
民主党への政権交代によって立ち消えとなった医療安全調査委員会・大綱案の問題も正にその

一点にあったのであり、医療事故に関する調査機関と刑事捜査とが最終的に連動することを容認
する大綱案であったから、全国的な強い反対運動が起こったのである。現在、日本医師会が検討
委員会を組織して「医療事故調査制度の創設に向けた基本的提言」作成しているが、その熟考し
た仕上がりに期待したいところである。
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去った2011年7月30日（土）、13時～17時
まで秋田ビューホテルで第7回男女共同参画フ
ォーラムが開催された。福岡で開催された第4
回フォーラムから、私と銘苅桂子先生が前年度
に立ち上がった女性医師部会より初めて代表と
して参加した。今回私は2回目、涌波淳子先生
は初めてのフォーラム参加であったが、秋田は
2人とも初めての旅であった。フォーラム前日
に秋田入りをしたが、東日本大震災の影響はな
く田んぼの青々とした稲が印象的であった。夕
食はホテル近くで郷土料理のきりたんぽ鍋とお
いしい日本酒を味わいながら、施設長会議のア
ンケートの案を練り、女性同士で楽しい夜を過
ごした。
フォーラム当日、青森・福島の大洪水が朝か

らテレビ中継されており、秋田もゲリラ豪雨で
会場に着く頃はずぶぬれになるほどであった。
会場の大ホールは、全国から集結した290名余

の参加者で埋め尽くされていた。
会の開始に先立ち、東日本大震災で亡くなら

れた方々へ黙祷が捧げられた。その後2時間に
わたり基調講演から始まり、メインテーマ「育
てる～男女共同参画のための意識改革から実践
へ～」のシンポジウムは、医学生参加の今まで
のフォーラムとは違った雰囲気で、活発な討論
で盛り上がり質問も時間がなく途中で打ち切ら
れる程であった。辛い体験を少しも感じさせな
い淡々と話される村木厚子内閣府政策統括官の
基調講演は、綿密な統計を基に日本の少子化の
将来像を危ぶむ報告が印象的であった。総合討
論では秋田大学の医学生への男女共同参画・キ
ャリア形成に関する必修カリキュラムについて
の質問が多かった。キャリア未来年表、出産に
関わる法律・制度の勉強会は、医学生に実際自
分の医師としての人生を考えてもらういい機会
となったとの報告に他の医師会から参考にした

第7回男女共同参画フォーラムに参加して
～さまざまな『育てる』がメインテーマ～

沖縄県医師会女性医師部会長　依光　たみ枝
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第7回男女共同参画フォーラムは、「“数”だけ
ではなく、女性の特性を生かした医療の“質”と
いう視点でも女性医師なくして地域医療は成り立
たない。そのためには、勤務環境を中心とした構
造上・システム上の改善とともに、男性医師も管理
者もそして女性医師自身も意識改革が必要である。
その意識改革をすすめていくために、今回の

テーマは“育てる”とした」という原中日本医
師会長、小山田秋田県医師会長のご挨拶ととも
に始まった。
感想については、依光部会長が書かれるので、

私は、フォーラムで語られたことをできるだけ
正確にお伝えできるように要約をしたいと思う。

1．基調講演
「これからの『支え手』を考える
―男女共同参画と子ども・子育て支援―」
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）

村木厚子氏
現在、日本では、人口減少、少子高齢化時代

が進んできている。その原因としては、「晩婚
化の進行」と「夫婦出生児数の減少」と推定さ

第7回男女共同参画フォーラム　概要

沖縄県医師会女性医師部会委員　涌波　淳子

第7回男女共同参画フォーラム
日時：平成23年7月30日（土） 午後1時～5時

午後5時15分～6時45分　懇親会
場所：秋田ビューホテル4階「飛翔の間」

同ホテル4階「光琳の間」（懇親会場）
秋田市中通二丁目6番1号　TEL：018-832-1111

主催：日本医師会
担当：秋田県医師会

メインテーマ「育てる～男女共同参画のための意識改革から実践へ～」
【次　第】

総合司会：秋田県医師会常任理事　小泉ひろみ
開　　会 秋田県医師会副会長　斎藤　征司
挨　　拶 日本医師会長　原中　勝征

秋田県医師会長　小山田　雍
基調講演 「これからの「支え手」を考える－男女共同参画と子ども・子育て支援－」

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）/内閣府自殺対策推進室長/
内閣官房内閣官房副長官補付内閣審議官/待機児童ゼロ特命チーム

事務局長　村木　厚子
座　長：秋田県医師会副会長　坂本　哲也

提　　言「災害と男女共同参画」 日本医師会常任理事　保坂シゲリ
報　　告
1．日本医師会男女共同参画委員会

日本医師会男女共同参画委員会委員長/秋田県医師会理事　小笠原真澄
2．日本医師会女性医師支援センター事業

日本医師会女性医師バンク中央センター統括コーディネーター/
日本医師会男女共同参画委員会副委員長　秋葉　則子

ショートブレイク
シンポジウム　「育てる～男女共同参画のための意識改革から実践へ～」

座長：秋田県医師会女性医師委員会委員　小野　　剛
日本医師会男女共同参画委員会委員長/秋田県医師会理事　小笠原真澄

1．医学生を育てる
教育する立場から 秋田大学医学部総合地域医療推進学講座　蓮沼　直子
学生の立場から 秋田大学医学部4年生　大内　祐香

2．若手医師（研修医）を育てる 平鹿総合病院循環器内科科長　伏見　悦子
3．専門医を育てる～キャリアアップ支援システムについて～

藤田保健衛生大学医学部脳神経外科教授/
藤田保健衛生大学病院救命救急センター長　加藤　庸子

4．ターニングポイントにある医師を育てる－仕事を継続する
～再研修システムを含めて～

東京女子医科大学附属女性生涯健康センター教授/副所長　檜垣　祐子
5．意思決定部門・方針決定部門へ参加していく医師を育てる

日本医師会副会長　羽生田　俊
総合討論 コメンテーター:日本医師会常任理事　保坂シゲリ
第7回男女共同参画フォーラム宣言採択

秋田県医師会女性医師委員会委員　榎　真美子
次期担当医師会会長挨拶 富山県医師会長　岩城　勝英
閉　　会 秋田県医師会副会長　坂本　哲也

いとの発表があった。医学生からの「復職のコ
ツは？」の質問に「勝ち組にならなくてもい
い、負けなければいい」との答えは、自分自身
にあった生き方で仕事を続けて行く事の大切さ
をメッセージとして受け止めてもらえたらこの
会は大成功だと思った。ユニークな提言として
女性医師1割運動－日本医師会の役員・理事、
大学教授・施設長などなど、また今回の大震災
できめ細やかな女性医師の復興への参加の要望

が挙げられた。
3年前のフォーラムに比べ着実に女性医師の

役割～立場が向上している事を感じたが、これ
からの医療界を担う研修医達のためにも気負わ
ずに、身近な事から手がけていきたいと思った
フォーラムだった。
有意義なフォーラムに参加させて頂いた県医

師会にお礼を込めて、私の感想の後は涌波先生
の報告にバトンタッチします。
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れている。しかしながら、独身男女の約9割は
結婚意思を持っており、希望子供数も2人以上
である。この国民の希望と現在推定される少子
高齢化との乖離を生み出している要因として、
雇用の安定性や持続性、仕事と生活の調和の度
合い、育児不安などが指摘されており、出産・
子育てと働き方をめぐる問題に起因するところ
が大きいと考えられる。特に、日本では、グラ
フにもあるように、20代後半から40代の労働
力が下がり「M字カーブ」を呈している事よ
り、子育て中の女性の就労支援を行う事が大切
だと思われる。そのためには、①子育て世代の
男性の長時間労働　②子育ての孤立化と負担感
の増加　③社会の中での子育て支援経済政策の
改善が急務とされる。リーダーとなる「指導的
地位」に女性が占める割合は、国の審議会等委
員（33.2％）薬剤師（67％）以外では10％代
であり、2020年までにこの比率をあらゆる分
野において、少なくとも30％程度になるよう
に期待されている。特に、ライセンスにおいて
男女平等であり、現在不足しているが故に様々
な工夫をしてでも確保したい「医師」の世界に

おいて、男女共同参画モデルを作っていただき
たい。

2．報告
1）提言「災害と男女共同参画」

日本医師会常任理事　保坂シゲリ氏
国民の体と心を守る医師として、私たちは、

国民全体の男女共同参画についても考えていか
ないといけない。特に、今回の東日本大震災に
おいて、様々な意思決定機関（会議や委員会）
における女性委員割合が少なかった事が、女性
や子育てに配慮した環境づくり、相談窓口の視
点が足りなかったことを引き出していると思わ
れる。日本医師会から内閣総理大臣および都道
府県知事宛に、災害・復興・防災関連における
男女共同参画の視点および女性の参画推進を提
言した。

2）日本医師会男女共同参画委員会報告　
日本医師会男女共同神作委員会委員長

小笠原真澄氏
日本医師会は、積極的改善措置として「女
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性一割運動」を展開することにした。具体的
には、①平成24年度までに、委員会委員に占
める女性の割合を一割に。②平成26年度まで
に、役員（理事・監事）の女性の割合を一割
にする。

3）日本医師会女性医師支援センター事業
統括コーディネーター 秋葉則子氏

女性医師支援事業のシンボルマークが決ま
った。
平成23年度のセンター事業計画は、これま

での女性医師バンク、医学生・研修医サポー
ト、相談窓口などに加え、女性医師キャリア支
援の為のDVD作成、ホームページ作成など。

3．シンポジウム
「育てる～男女共同参画のための意識改革か
ら実践へ～」
座長：秋田県医師会女性医師委員会委員

小野剛氏
秋田県医師会理事　 小笠原真澄氏

1）医学生を育てる
教育する立場から 秋田大学医学部総合地域
医療推進学講座 蓮沼直子氏
学生の立場から　秋田大学医学部 4年生

大内佑香氏
秋田大学では40％が女子学生であり、秋田

県の女性医師の7割は医師と結婚しているとい
う事から男女共同参画のためには、男子学生も
一緒に講義を受け、考える事が大切である。そ
こで、同大学では、2010年度より、1年次（必
修ゼミ）：「プロフェッショナリズム」をテー
マにどんな医師になりたいかという講義。3年

次（必修）：「共働きの医師夫婦。両方が勤務
の日に、子供が発熱。さてどうするか」など具
体的なケースをあげてグループ討議をし、その
後先輩医師の体験談を聞くという講義。5年次
と6年次は、女子学生希望者のみに対して、先
輩女性医師と語るキャリアパス相談会（通称ラ
ンチ会）を開催し、ロールモデルの提示や「出
産にかかわる法律・制度」などの勉強会を行っ
てきた。
学生からは、女性医師が抱える種々の問題に

関して、男子も女子も共に学び、考えることが
でき、男女ともに、これまで漠然としか考えて
いなかった将来の働き方について向き合って考
える時間ができたことが一番良かったと評価が
高かった。

2）若手医師（研修医）を育てる　
平鹿総合病院循環器科内科科長　伏見悦子氏
自分自身が仕事を辞めたいと思ったのは、周

囲からのサポートが乏しく、仕事も子育てもす
べて中途半端と感じた時であり、そのうえ、相
談できる同僚、上司、友人がいなかった時であ
った。そこを乗り越えた経験を通して、女性医
師がいきいきと仕事をしていくために必要なの
は、①本人の継続する確固たる意欲②周囲の理
解と支援（本人のやる気と能力を認めることや
本人が自信を持てるような技術指導の場を作る
ことも含む）③高い理想を持ちすぎず、長い目
で物事を考える事などだと考えた。それらを後
輩をサポートする視点として活用している。

3）専門医を育てる～キャリアアップ支援シス
テムについて
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科教授/
救命救急センター長　加藤庸子氏

専門医、指導医、認定医などの取得は、自分
自身に付加価値をつける一つの方法である。そ
のキャリア形成支援のためには、研修機会の提
供、ロールモデルの育成と提示、女性医師ネッ
トワークなど女性医師・医学生や研修医をサポ
ートするシステムが必要。しかし、現実では、

シンボルマーク
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せっかく作ったその情報が必要な人に届かない
というジレンマもある。離職しない、キャリア
形成をあきらめないという、医師としての堅い
志を育成したい。また、そのためにも指導者で
ある教師、教授、管理者の意識改革も必要で、
「出るくいを育てる」という風土が大切。また、
すべての人を同じように伸ばすのではなく、そ
の人に合った形でその人が社会貢献できるよう
に伸ばしていく教育が必要。

4）ターニングポイントにある医師を育てる
仕事を継続する～再研修システムを含めて～
東京女子医科大学附属病院女性生涯健康セン
ター教授/副所長　檜垣祐子氏
女性医師のサポートのためには、仕事を継続

する為の支援、離職者の再研修システム、支援
システムの連携が必要と思われる。東京女子医
大では、離職者の再研修システムとして、その
人に合ったオーダーメイドの臨床研修ができる
再就職先を紹介したり、e-learningを活用した
支援プログラムを行っている。登録、視聴は無
料で、2011.6.30現在3,383名が登録。

5）意思決定部門・方針決定部門へ参加してい
く医師を育てる

日本医師会副会長　羽生田俊氏
日本全体の医師の女性医師の割合は、

18.1％、日医会員の内、女性は、14.5％、し
かしながら、日本医師会の最高意思決定機関で
ある日医代議員会において、執行部30人のう
ち女性は、たった一人（3.3％）、代議員は、8
人（2.2％）である。都道府県医師会役員に占

める女性の割合は、H14 ・ 15 年度の 19 人
（1.8％）からH22・23年度51人（4.6％）と
増加してきているが、まだまだ少ないと感じて
いる。日医では、H10年より様々な会合、調査
などを行い、意思決定部門への女性医師の参画
に向けて努力を重ねてきた。そして、今年度
は、「女性1割運動（前述）」を行う事とした。
男女ともに、医療政策への興味や意識の向上、
そして医師会活動、医政活動への参画を期待し
たい。

4．総合討論の中で
村木氏：「女性医師」もまだまだ先輩が少な

いので、多様なモデルが見えるように出版など
を活用するのも良い。結婚や子供を理由にして
楽な道に心が逃げたくならないように、やりが
いのある仕事、職場づくりが大切。また、本人
の得意な事を活かして自信につなげ、負い目を
軽くする工夫も必要。仕事と家事・育児との両
立の中で、育まれた危機管理能力（たとえば、
できることからやる、今考えても仕方のないこ
とは考えない、勝たなくてもいいから負けなけ
れば良いなど）は、様々な状況で役に立つ。役
員や管理職への登用は、やらせてみるしかな
い。そして、成功したら本人の功績、失敗した
ら、上司のミスという考え方が大切。伸びてい
く人というのは、やりたい事とやらなければい
けない事、やれる事をバランスを取って行える
人であり、これらは、時に応じて変化していく
ので、それを上手にスイッチしていける柔軟性
がある人である。
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去った7月23日（土）、沖縄県医師会館にて
標記フォーラムを開催した。
今回は「専門医をめざそう」をテーマに、県

内の公的・民間病院を含めた施設から各専門分
野の先生方に指南役としてお集まりいただき、
将来専門医を取得したい医師や研修医、医学生
等が各診療科ブースにて、専門医取得に必要な
臨床経験や必要年数など様々な疑問相談に応え
た。また、指南役の先生方も各科の取り組みに
刺激を受け、互いに高めあう等の交流を図っ
た。参加者は医師48名、研修医6名、医学生
11名、その他6名の計71名であった。
その概要について、次のとおり報告する。

第5回沖縄県女性医師フォーラム

沖縄県医師会女性医師部会委員　松原　忍

第5回沖縄県女性医師フォーラム
～　専門医をめざそう　～

（主催：沖縄県医師会　共催：日本医師会）

日　時：平成23年7月23日（土）18：30～20：30
場　所：沖縄県医師会館（3Fホール）

次　　第
司会　沖縄県医師会女性医師部会委員　　松原　忍

豊見城中央病院　外科

1．挨　拶
沖縄県医師会女性医師部会長　　依光　たみ枝
県立八重山病院　麻酔科

2．報　告
「専門医になるには」

沖縄県医師会女性医師部会副部会長
南斗クリニック　　仁井田　りち

3．ワークショップ　
―　各診療科専門医との懇談会　―

4．報告会　　　　　　　　　　　　 進行　松原　委員

5．閉　会　　　　　　　　　　　　 松原　委員
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挨　拶
沖縄県医師会女性医師部会長　依光たみ枝

若い研修医に良く言
う言葉として「国づく
りは人づくりから」と、
これは明治から昭和初
期の医師で、官僚で政
治家である後藤新平さ
んの言葉である。今日

は専門医がテーマであるので、私の所属する麻
酔科学会の専門医制度について紹介する。

日本麻酔科学会
●日本医学会で初の専門医制度である。後にそ
れがモデルとなり、各学会の専門医制度がつ
くられた経緯がある。

●日本麻酔科学会指導医、これは一番トップの
専門医であるが、取得するには大体4つの山
がある。

●まず標榜医、これは実は保険請求上の資格で
ある。極端に言えば、麻酔学会の会員でなく
ても一定の条件を満たせば、厚生労働省に申
請して取得可能である。

●しかしその後の麻酔科専門医取得には麻酔学
会、正会員が必須である。

●麻酔学会の認定医取得には、標榜医取得後に
書類審査が行われる。

●認定医の次は、筆記試験・実技試問のある専
門医、そして指導医、そのためには会員にな
って4年以上、その間に試験を受けるため、
最低5年は必要ということになる。

●指導医取得までには非常に厳しくて、長い道
のりである。

●しかし、あきらめずに疲れたら無理をせず
に、休む時期には休んで、目標を持ち続ける
事が大事だと思う。

米国ミネソタ大学病院内科レジデントの安川
康介氏によると、医学部全教授に占める女性教
授の割合は、アメリカが19％に対し、日本は
2.6％。医学部長は13％に対し2.3％である。
日本の現状は、約1/3の医学部に女性教授が
0、医学部長は2校のみである。非常勤医師は、
女性が多い結果となっている。
決して無理をしなさいとは言わないが、しっ

かり目標を掲げ専門医を目指してほしいと思う。

報　告　　　　　　　　　　　　　　　　
「日本の専門医制度のグランドデザインを認識
する」
沖縄県医師会女性医師部会副部会長　

仁井田　りち
今日は、総論として

専門医機構の学会医に
ついてお伝えする。
日本専門医評価認定

機構が考える専門医と
は、「神の手を持つ医師
を意味するのではなく

て、安心・安定の標準的医療を提供する医師」
と位置づけている。

●専門医制度の流れは、1962年麻酔科学会に
始まり、去年、精神科の専門医制度が発足
し、基本領域18、サブスペシャル領域17に
なっている。

● 2009年5月、57学会が専門医広告可能とな
っている。

●現在、家庭医の専門医が必要との認識が深ま
りつつある。今後、総合診療科としてのスペ
シャリストを目指すのも良いかもしれない。

●しかし、専門医制度には多くの問題点があ
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る。外形基準が学会独自で、制度の統一性や
専門医の質が学会により異なる。専門医認定
のための試験のプロセスも必ずしも臨床能力
本位になっていないと言われている。

●今後、日本でも専門医学会を評価する制度を
充実させていきたいと、池田康夫 日本専門
医制評価・認定機構理事長が述べている。

●これまで専門医を各学会に任せていたが、個
別学会単位には任せず、診療の基本領域と専
門領域の2本立てとし、専門医育成のための
研修プログラムと研修施設の評価認定を専門
医評価機構が行うとしている。その中で、専
門医の認定に対して中立である機構をつくっ
ていきたいと話している。

●多くの矛盾点はあるが、流れは変わると考え
ている。

● 6月に開催された心身医学会の講演で桜井充
（参議院議員・財務副大臣・精神科医）氏は、
専門医の公示は日本の医療の診療科における
自由標榜性は崩れるが、専門医制度は役割分
担で、日本の医療制度のレベル向上に役立
つ。修練プログラムで医師のレベルの向上と
して、この専門医制度をうまく活用しようと
考えているようである。

●今後の厚生労働省の構想としては、1）専門
医の適正数について、ある一定の水準に達す
ると、これ以上認めないという事態がくるか
もしれない。適正配置数、患者の視点に立っ
た専門医育成プログラムの充実、カリキュラ
ム、指導体制、研修体制、2）我が国の医療
制度をどのような制度に設計するかについて
は、特に地域医療について、医師の地域偏在
や診療科の偏在の是正に関与していきたい。
専門医のインセンティブの賦与については、
医療点数を上げていく考えではなく、専門医
でなければ開業に支障を来す状況をつくるか
もしれないとの厳しい話をされている。

●各学会と機構との関係の確立が今後大事で
ある。

今後の研修医の先生方は、専門医を修得する

ことは当然であるという認識をもっていただきた
い。今後の流れでぜひ過渡的措置で救済するの
であれば、そこのチャンスを逃さず、専門医を取
っていただきたい。これは女性医師だけの問題
ではなく、今後の日本の医師のデザインとして、
こういう構想があるということをお伝えした。

報告のあと、5名の女性医師部会役員からそ
れぞれが所属する学会について紹介があった。

仁井田副部会長は「日本放射線学会」「日本
東洋医学会」「日本心身医学会」の3学会につ
いて紹介を行った。

日本放射線学会
●放射線科の専門医は私が受けた頃は、研修施
設に5年在籍し、4日間のセミナーに参加し、
試験は筆記（診断、治療、核医学）の試験を
3つ同時に受けることと、面接は、レントゲ
ン写真やCT、MRI等の画像診断であった。

●現在は3つに分かれており、それぞれ試験が
ある。以前の専門医は診断医、治療医を選択
する方式であった。

● 10年以上の放射線科医の診断で診断料加算
が算定できることになっている。病院機能評
価では、放射線科の専門医がいるということ
は、病院機能機構の中では非常に大事と言わ
れている。

日本東洋医学会
●沖縄では研修施設を確保すべく、役員の先生
方の尽力により、民間クリニックでも漢方の
専門医が取れるようになった。

日本心身医学会
●昭和60年に認定医制度が設けられ、平成20
年に専門医制度ができた。非常に厳しい診断
基準がある。大学または総合病院の心身医療
専門施設での指導医による指導が必要である。

●また、何かの専門医資格を有していることが
条件で、①35症例の提出、②学科試験、③心
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身医療全般試問、④症例試問、⑤
模擬患者面接の全てに合格するこ
とが必要となっている。

●あまりの厳しさに学会員数を減ら
し、現時点で沖縄で専門医取得が
できない。今後は心療内科学会と
合併を模索している。

これは私の失敗体験だが、昭和63
年から平成5年の間、過渡的措置で
専門医が取れるチャンスがあったが、
子育て中で情報を得ず、チャンスを
逃してしまった。また、2008年に受
けた試験でも、情報を誤り専門医試
験のチャンスを逃してしまった。そ
の様な経験から皆さんもぜひ情報は
大切にしていただきたい。
また、日本精神神経学会について

は、本日5名の先生方が参加されて
いるので、精神科ブースで聞いてい
ただきたい。

続いて、大湾勤子委員から日本内
科学会について紹介を行った。

日本内科学会
「認定医制度の概要」「認定内科医

資格認定の試験の受験資格」「総合内
科専門医資格認定試験の受験資格」
「受験申込み時に提出する研修に関す
る記録」「過去10年間の合格者数の
動向」「認定更新に関するよくある質
問」についてスライドを用い紹介が
あった。（詳細は左記スライド参照）

最後に、将来内科系に進みたいと
思う方は、内科学会に入ることをお
勧めする。年会費1万円弱かかるが
学会に所属していなければ資格が得
られないので、自分に投資をする意
味で加入した方が良い。
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続いて、銘苅桂子副部会長より
「日本産婦人科学会」について紹介を
行った。

日本産婦人科学会
●産婦人科は、周産期、生殖医学、
婦人科、婦人科のガンの専門、分
野がある。基本的な専門医として
は、最初にスーパーローテーション
を2年間、その後3年間は、産婦人
科認定施設でお産をとり、手術を行
いながら、生殖医療を勉強し、学会
発表や論文を書く。また、分娩100
例、手術が50例、症例記録、論文
を準備した上で、ようやく申請資格
が得られることになっている。

●産婦人科を希望する方は、まずス
ーパーローテーション終了後、す
ぐに学会に入っておかなければ、5
年目に試験を受ける資格がないこ
とになるので注意が必要である。
どの科でも言えることだと思うが、
専門医を決めた場合には、その科
の学会に入ることをまず知ってい
ただきたい。試験を受けようと思
ったら資格がないという事態は避
けなければならない。

●この5年間で日本産科婦人科学会
の専門医の資格は取れるが、さら
にその後、サブスペシャリティと
して生殖医療指導医や内視鏡認定
医、婦人科腫瘍専門医、指導医、
周産母子指導医等があり、それら
もすべて学会に入ってから5年間、
それから論文の数が10本、手術の
症例がいくつかある。

●また、認定医では医療審査や技術
的な問題、面接等が数多くあるの
で、早いうちに目標を決めて学会
の会員になることが第一である。



今日産婦人科のブースには、専門医を取る前
に2人産んだ先生と、専門医取得後お産された
先生と、サブスペシャリティを目指している先
生、多様に揃っているので、興味ある方はブー
スに立ち寄っていただきたい。
続いて、金城紀子委員より「日本小児科学

会」について紹介を行った。

日本小児科学会
●小児科の専門医を取得するキーワードは5と
いう数字である。学会員に入って5年という
のが最低の基準になる。それだけ覚えていた
だきたい。

●小児科でも専門医を目指すには、学会に入ら
なければならない。そして、研修届をしっか
り出すことを覚えていただきたい。研修届を
出していなければ専門医試験を受ける資格が
得られない。

●専門医をめざす方はさまざま情報を得て、頑
張っていただきたい。

続いて、私（松原）より「日本外科学会」に
ついて紹介を行った。

日本外科学会
●外科の専門医は手術症例数が350例をクリア
した上で、5年目にペーパー試験を受けて、
その後6年目に本試験を受ける形になる。

●予備試験の段階で、それぞれかなり詳しい専
門的な知識を問われることがあり、各施設の
ローテーションの方法等によっては、試験を
受ける前の段階で、全ての外科の一般的な部
分を回れないような場合には、独自で勉強し
なければいけないということもある
ので、必要最低限の知識を得て置
く必要がある。

●自分が何年目にどういうことをする
ということを踏まえた上で、ローテ
ーションも考えておいた方が良い。

●外科に関しては、外科学会入会の
前、1年間の症例についても症例と
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してカウントできる規定があるので、初期研
修医でローテーション中の症例でもカウント
できる場合がある。

●他科の先生方と同様に、外科系に進もうと考
えている先生方は、なるべく早めに外科学会
に入会していただき、症例数を稼ぐというよ
うな心構えを持っていただければ早く取得で
きると思う。

ワークショップ
―　各診療科専門医との懇談会　―　　　　　　
ワークショップでは、自由な時間を設け、参

加者が各診療科ブースに配置された指南役の先
生方から専門医取得に必要な臨床経験や諸要件
等についての質問や相談に応じた。また、指南
役の先生方も各科の取り組み状況を伺いながら、
情報交換を行うなど意識の高揚が図られた。

報告会　　　　　　　　　　　　　　　　
それぞれ診療科ブースから今回のフォーラム

について感想を伺った。

□内科1グループ
【発表者】素敵な諸先輩方とこの場を借りて出会
えたことが大変良かった。私の人生プランも少
し浅はかだったなと思いながら、もう少し考え
てみたいと思う。今日は良い機会だったと思う。

□内科2グループ
【発表者】
●内科のほうには学生があまり来ませんでした
が、専門医同士で集まりいろいろな話をする
機会があった。子供がいるときの専門医の試
験の受け方等、いろいろ聞いて勉強になった。
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●また、内科の専門医を持っていても、何か別
のスペシャリティーを目指す場合の取得方法
などについても話が出たので、この場でシェ
アできたのはとても良かった。有意義な時間
を過ごすことができた。

□内科3グループ
【発表者1】
●今回はゆっくり話ことができた。若いうちか
ら明確な方針を決めているなと感じた。ま
た、楽しく仕事ができる環境をつくるための
下地として、こういう話し合いをするという
のはとても有意義だったと感じた。

【発表者2】琉球大学医学部3年次です。
●今日、話を伺っていて楽しそうな雰囲気がす
ごく伝わってきた。早く働きたいという気分
になった。有意義な時間を過ごせたと思う。

□外科グループ
【発表者】琉球大学医学部4年次です。
●これから医師となる上で、男性医師がどのよ
うに女性医師の職場復帰を支援できるか
（フロアーから拍手）、そういうことも考えな
がらこのフォーラムに参加させていただいた
が、いろいろな先生方からたくさんの話が聞
けて良かった。

□小児科グループ
【発表者】
●小児科希望の研修医の先生が2人おり楽しく
お話しをした。

●専門医は男性にとっても大事であるが、特に
子育てやブランクがある女性医師にとって

は、専門医が心の砦にもなる一面もあり、や
はり大事であるとの話をした。

●また、子育てを一生懸命やっても全く子ども
は覚えてないので、しっかり証拠としてビデ
オに収めなさいなど、いろいろなアドバイス
をした。

□産婦人科グループ
【発表者】南部徳洲会病院2年目研修医です。
●もともと外科志望で研修を始め、研修中に産
婦人科が希望に上がってきたが情報も全くな
く、今回病院選びについても、今後、外科に
行くか、産婦人科に行くか、自分の将来を決
める良い機会になった。

□精神科グループ
【発表者】
●精神科ブースは非常に和気あいあいと楽しく
話が弾んだ。

●精神科は最後に専門医が整った科だが、精神
保健指定医が専門医よりも仕事に関わること
が多い。

●具体的には患者の人権を守るという大きな前
提の上に、強制入院、医療保護入院、措置入
院などの確定を行い、入院中の処遇を決めた
りするため、精神保健指導医のほうが重要だ
ったのではないかと考えている。それで専門
医制度が遅れたのだと思う。

●先程、仁井田先生の講話で国の方針が変わっ
ていくだろうとのコメントに、少し愕然と
し、動揺したりしている。

●今日初めてこの会に参加し、今後の専門医が
どうなっていくのか情報を聞くことでき、情

報に遅れている私も波に乗れたかなと
思う。

□皮膚科グループ
【発表者】琉球大学附属病院2年目研修
医です。
● 3年目から病理医になろうと考えてい
たので、今日は県立北部病院の大城
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真理子先生とマンツーマンで専門医の取得方
法について、具体的にしっかり教えていただ
いた。とても参考になった。このような会に
参加できて、とても良かった。

この他、県福祉保健部医務課の太田雄一郎氏
からフォーラムを通じて情報の大切さを痛感し
たとのコメントがあり、また、ファミサポネッ
ト沖縄の與座初美氏から仕事と、育児や介護を
両立するための支えるシステムとして、現在、
県内15ヵ所に設置されているファミリーサポ
ートセンターについて紹介があった。

閉　会
松原委員
この会で話を伺っただけではなく、これは人

と人との絆にもなるかと思う。これを機会にま
た新たにいろいろな連絡を取り合って欲しい。
本日はご協力いただき感謝する。

※今回フォーラムでは、当日会場にて参加者へ
のアンケート調査を行った。調査の結果は以
下のとおりである。

－第5回沖縄県女性医師フォーラム
アンケート結果－

1．現在の身分について

医学生 12名
研修医 5名
医　師 19名
その他 4名
合　計　40名

2．今後フォーラムで取り上げて欲
しいテーマはありますか（女性医
師支援に関係なく）

▼医学生なのだが、今なかなか女性医
師と話す機会がない。医学生と女性
医師の交流の場があればと思う。

▼ファミリーサポートセンターの支援内容につ
いて詳しく聞きたいと思った。
▼医師として5年目、10年目、20年目若しく
は出産、結婚などの節目にどのような事を悩
み、どの様な選択肢を選んできたかなど。ま
た、将来的にどんな事をやりたいか、医師と
してのライフプランについて先輩方の経験を
聞く機会があればありがたい。
▼女性医師が男性医師に求めるサポートなど。
どのように協力して欲しいか。
▼今後の女性医師に求められているもの。
▼男性医師の育休など。
▼各病院における支援の比較。
▼スタッフとの良いコミュニケーションの取り方。
▼院内保育所。当直のあり方。retrainingなど。
▼子育て支援。
▼各病院での女性医師の勤務状況について具体
的に聞いてみたい。
▼子育てとの両立。

3．今日のフォーラムの感想をお書きください。

▼楽しかった。交流の機会をありがとう。
▼女性医師の先生方の話をたくさん聞けてとて
も楽しかった。将来の事を具体的に考えると
ても良い機会だった。
▼全く予備知識なしで、このフォーラムに参加
したのだが、産婦人科、救急科の先生方の話
はとても勉強になった。
▼現役で働いている女性医師から、実際に働い
ている環境について話を聞くことができると
ても良い機会だった。段々と女性の働く環境
は良くなってきていると聞いて、私も頑張ろ



2011沖縄医報 Vol.47  No.10
報　　告

－22（1104）－

うと思った。
▼学生で専門医という制度自体もよくわからな
いまま参加したのだが、先生方は一から分か
りやすく丁寧に説明し、また親身になって話
してもらった。将来の自分のキャリアを考え
るいい機会になった。
▼学生や研修医が多く参加していたらもっと良
かったと思う。
▼女性のみならず、若手医師、学生向けにもと
ても良い会だった。第2弾もぜひ。

▼今回初めて女性医師フォーラムに参加した
が、女性医師が抱える問題を実際に聞くこと
ができ、将来自分が医師となる上で女性医師
をどのようにサポートできるのかを考える事
ができた。
▼女性医師に限らず、必要な情報提供があり、
このような場はとても重要だと思う。毎年フ
ォーラムを続けていくことで、集まる人数も
増えてくると思う。
▼多岐にわたる多くの専門医の先生方の話が聞
けて、非常に良かった。具体的な話も聞けて
時間が足りない程だった。頑張ろうという気
持ちになれた。
▼内科志望者が少なかったことが残念ではあっ
たが、他科専門医と交流できたことは有意義
な機会であった。
▼高校生から医師まで幅広くいろいろな話がで
きて、良かったと思う。
▼自分が進もうと思っている科の専門研修につ
いて、具体的に話しが聞けて良かった。
▼専門医を取るための話など、聞く機会はあま
りないので、すごく勉強になった。専門医の
資格を得るということは、医師の為ではな
く、患者にも還元する為という話がとても印
象に残った。
▼今回初めて参加したが、医学生として生の医
師の声を聞くことができる良い貴重な機会だ
った。
▼高校生が参加していて、びっくりした。元気
な女性医師が増えていくといいなと思った。
▼今までのフォーラムで一番活気があった。

▼話しやすい先生方が多く、詳しく情報を得ら
れて良かった。将来を迷っていたので、とて
も良い機会だった。
▼大変多くの情報交換ができたことが良かった。
すてきな先輩方が一人の女性として、医師と
してたくましく生きている生き様を見ること
ができて自分も頑張ろうと励みになった。
▼グループディスカッションが科別であり、よ
り具体的な話ができて良かった。
▼内科希望が少なく寂しかったが、先輩ドクタ
ーの話を沢山聞けて刺激になった。もう一つ
専門医試験も受けたい。
▼研修医が少なくて残念でした。

4．女性医師部会では、今年9月に「女性医師
の勤務環境の整備に関する病院長等との懇談
会」を予定しておりますが、施設に求めたい
ご意見等ございましたら、お書きください。

▼まだイメージしかないのだが、結婚・出産に
対する対応の改善を求めたい。
▼女性医師で復職したケースがあれば、復職にあ
たり病院が配慮した実際の例などを伺いたい。
▼院内保育所若しくは院内保育サポーターの
設置。
▼院内での託児所の設置や時短勤務等について。
▼子育て支援。
▼病児保育の施設を作ってもらい（院内での学
童保育も）、HPなどに、いろいろな先生の話
を載せてもらいたい（子育てに関して、専門
医、普段の勤務体制、生活など）。
▼授乳室について。
▼育休後も難なく復帰できる環境を提示して、
多くの女性医師が働きやすい職場にして欲
しい。
▼子供の発熱など、急な休みに対応してもらえ
ると助かるが、実際はどうなのか。
▼定時帰宅は認容できるか。
▼勤務制限せざるを得ない女性医師に対する男
性医師の理解を深めてもらえるよう、院長か
ら各男性医師に説明して欲しい。
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印象記
沖縄県医師会女性医師部会委員　松原　忍

去る7月23日（土）、第5回沖縄県女性医師フォーラムが開催され、医師のみならず医学生な
ども含め、合計71人の参加を得て活発な意見交換が行われました。今回は「専門医をめざそう」
をテーマに、各分野の先輩専門医が各々のテーブルでこれから専門医取得をめざす年代の先生達
に「コツ」や「プチ情報」を伝授する形式でした。
夕飯のお弁当を食べながら、各テーブルで専門医ならではの情報が熱く語られたり、違う分野

の専門医同士が情報交換をきっかけに新たな専門医取得を意識するようになるかと思えば、現
在・過去・未来の子育て苦労話に花が咲くなど和気あいあいとした雰囲気で会は進みました。
本フォーラムは第1回の「頑張ろう！女性医師」に始まり「女性医師支援の流れと私達の取り

組み」「沖縄県女性医師バンク設立に向けて」「医師を続けていく為に必要なことは」と続いてき
ました。様々な事情で医療に従事していない女性医師を掘り起こし、ピンチヒッターから始まる
活躍の場を創造し、常勤医・スペシャリストとしての独り立ちを応援するという一連のながれが
できたのではないかと思います。しかし、先輩専門医を除いた今年の参加者は18名、研修医は6
名にとどまりました。全員が何らかの形で医師を継続しており「休業中の女性医師の掘り起こし」
という観点からは課題を残す結果となりました。
毎年、ぽつぽつと男性の姿もありましたが、今年は琉球大学から男子医学生の参加も多数見受

けられました。自分自身の将来像を思い描くのに適したテーマだったのだと思いますが、それ以
上に「これから医師となる上で、自分も女性医師をサポートしていきたい」との感想を述べてい
ただき、今後は男女の区別なく協力し合っていく職場環境になっていくのだ…という明るい気持
ちで会を終了することができました。

5．女性医師全般について、ご意見、ご要望等
がございましたらお書きください。

▼今回のフォーラムに参加して、女性医師のパ
ワーを感じた。今までネガティブな面しか見
ていなかったので、とても良い機会となっ
た。テストの勉強だけでなくしっかり自分の
勉強をして良い医師になり、先生方の仲間入
りをしたいと思った。

▼学生の参加も多く、感動した。
▼皆で力を合わせて、自分も大事に、趣味も大
切に。
▼（このような会を）1年に1回、続けて欲しい。
▼女性医師が働きやすい環境。すべての医師や医
療従事者にとっても働きやすい環境にしたい。
▼職場環境についてもっと意見が欲しい。
▼学生にも情報提供できて、いいなと思った。
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7月31日（日）、大分県別府国際コンベンシ
ョンセンターにて、「性教育の可能性－つなが
りを求めて－」を大会のメインテーマとして第
34回性教育指導セミナー全国大会が開催され
た。予想以上に多くの参加者が有り、若い女
性も多く、ピアカウンセリングを取り上げた講
演があったため、大学生や高校生の姿も散見さ
れた。
午前は主催者、県知事等の挨拶の後、特別講

演、ワークショップ、ランチョンセミナーが行
われ、午後からはシンポジウムが行われた。
特別講演は「私の身体と私の気持ち－性的自

己決定権を考える－」の演題で、佛教大学社会
福祉学部社会福祉学科教授の若尾典子先生の講
演があった。演題からは、sexual identityに関
連した講演をイメージしたが、主たる内容は、
憲法学者の立場から見た女性の自己決定権につ
いてであった。最初はいわゆる離婚後300日問
題について。離婚して300日以内に生まれた児
は離婚前の夫の子とみなすとの民法があるた
め、出生届けを出せない子供が毎年3,000人近
く発生しているとの事。女性に起因する問題と
して扱われやすいが、本来は父となる男性の子
供に対する認知の問題、男性の自己決定権の問
題であると解説されていた。
続いて、妊娠中絶に関する女性の自己決定

権、レイプ、買春問題、Domestic Violence
（DV）、Reproductive Rights、女子大生に対す
る暴力、家出少女の援助交際の問題等、女性の
性に関わる人権問題をとりあげ、これまでの経
過と問題点、課題をまとめた講演であった。日
ごろ男女共同参画に関する沖縄県や那覇市の会
議に参加する事が多い私には非常に興味深い内

容となった。
ワークショップは「地域をつなぐ性教育を求

めて」のテーマで行われ、まず中学校の養護教
諭から、学年ごとに作成された保健体育、学級
活動、道徳、理科の時間を活用した性教育指導
のスタンダードについて紹介された。続いて、
「性教育は生きる教育」・「性教育は、人を大
切に、人にも自分にも優しくなれるための学び
である」との考えに基づく教育委員会生涯学習
課の親子を対象とした学習の取り組みについ
て、大分大学医学部看護学科からは、大分県の
委託事業で始まったピアカウンセラーのボラン
ティアグループ≪PEC（ペック）の会≫の活
動報告があった。これらの活動を継続して発展
させて行くために、いずれも活動者の主体性を
尊重しながらも、行政機関における変わらぬ取
り組みと支援が重要になると感じさせられた。
最後は「デートDVアンケート調査より、予防
教育としての性教育」の演題で、デートDV被
害者支援にとり組むNPO法人「えばの会」理
事の産婦人科医師からの講演があった。デート
DVに関するアンケートは大分県内の高校2年
生および無作為抽出の大学生、計15,000人を
対象に実施されたもので（回収率9.7％）、被害
の実態、暴力を容認する意識傾向等が分析さ
れ、予防教育への取り組みが考察された。20代
女性のデートDVの被害経験者は、内閣府の調
査結果では約20％とされており、若者の暴力
被害を防ぐ対策が急がれる。
ランチョンセミナーは今年から全国規模で公

費助成が始まったHPVワクチンについてであ
った。演者は自治医科大学産婦人科教授の鈴木
光明先生でHPVワクチンの普及に尽力されて

日本産婦人科医会
第34回性教育指導セミナー全国大会

美代子クリニック　宮良　美代子



2011沖縄医報 Vol.47  No.10
報　　告

－25（1107）－

いる。講演では海外でのワクチン接種の取り組
みを紹介し、国のワクチン事業開始に先駆け、
昨年5月から小学6年生の女児を対象に学校で
の集団接種をスタートさせた大田原市の接種状
況を示した。同市では学校での集団接種にする
事で、95％を越える高い接種率が実現された
が、厚労省のワクチン事業の開始にあたって
「保護者同伴が必要・・・」とされたため、今
後学校接種が困難になったとの事であった。た
だ、学校接種の形をとらずに95％近い高い接
種率を実現した小山市の例も紹介され、自治体
のワクチン事業への取り組みの姿勢、本気度が
問われるとの印象を受けた。
午後からのシンポジウムは、「性暴力への取

り組み－関係機関のつながりを求めて－」のテ
ーマで行われ、「性暴力救援センター・大阪
SACHICOの活動」を紹介する阪南中央病院産
婦人科医師の加藤治子先生の基調講演をスター
トに、「性犯罪被害の実際とその対応」、「大分
県の性犯罪被害者支援の現状と課題」を警察関

係の方々から報告があり、最後に「性暴力被害
者の心理面への対応･支援の充実に向けて～産
婦人科と精神科の連携～」として医師からの講
演があった。性暴力被害者に対する支援では、
産婦人科医師による診察、カウンセリング、弁
護士相談、警察への通報等が一つの窓口で対応
可能な支援拠点、いわゆるワンストップセンタ
ーの必要性が痛感させられた。しかしながら、
現在日本ではこのような施設はまだまだ少な
く、しかも公的な助成もなく、ボランティア活
動や寄付に頼らざるを得ない状況にあり、今後
の課題と言える。
今回の大会を通じて強く感じたことは、性に

関するさまざまな問題に対して、行政、医療、
地域が一体となりシステムを構築して、継続的
かつ地道に対処していく事の重要性である。沖
縄県においても、他県同様、若年者を中心とし
た性に関する問題は多く、より一層の取り組み
が望まれる。
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去る8月6日（土）、7日（日）の両日、大分県全日空ホテルオアシスタワー並び
に大分県労働福祉会館ソレイユにおいて開催された「第55回九州ブロック学校保
健・学校医大会並びに平成23年度九州学校検診協議会」について、以下のとおり報
告する。

第55回九州ブロック学校保健・学校医大会
平成23年度九州学校検診協議会（年次大会）

理事　宮里　善次

＜平成23年8月6日（土）＞
8月6日（土）については、台風9号の影響

で飛行機の出発が遅れたため、参加することが
できなかった。そのため、協議内容に関する各
県の事前回答の資料を基に報告する。
各会議の協議事項は以下の通りであった。

1 平成23年度九州学校検診協議会第1回専
門委員会（16:00～16:45）
心臓部門、腎臓部門、小児生活習慣病部門の
3部門による平成23年度九州学校検診協議会
第1回専門委員会が行われた。
心臓部門では、報告事項として①九州各県に

おける学校管理下の心臓性突然死（平成22年

度）について②心臓病調査票および学校心臓精
密検査受診票・成績表の統一に向けた共有化、
について報告があった。協議事項として①学校
心臓検診受診票作成の方針について②心臓検診
時の統一病名について③心室内伝導遅延
（IVCD）について④「QT延長（コード9-7-
1）」に対する学校心臓検診としての対応、につ
いて協議が行われた。
腎臓部門では、報告事項として①蛋白尿検出

精度について（続報）②各県の一次検尿・二次
検尿の対象者数、受検者数、定性各項目のカッ
トオフ値の調査③九州各県全域における学校検
尿に関する調査結果について④九州学校腎臓病
検診マニュアル第3版の改訂について⑤九州で
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のデータ集計の現状について、報告があった。
協議事項として①来年度実施する学校検尿体制
アンケート案について②アンケート調査結果の
データ管理について、協議が行われた。
小児生活習慣病部門では、協議事項として①

各地区の糖尿病健診の実情と結果について②血
液一般検査での、貧血の測定について、協議が
行われた。

2 平成23年度九州学校検診協議会幹事会
（16:45～17:30）

平成22年度九州学校検診協議会の事業報告
並びに決算について」並びに「平成23年度九
州学校検診協議会の事業計画並びに予算につい
て」の報告があった。

3 九州各県医師会学校保健担当理事者会
（日本医師会学校保健担当理事との懇談会）

（17:30～18:30）
協議議題は①麻しん排除目標達成のための体

制について②学校欠席者情報収集システムの活
用状況と課題等について、協議が行われた。ま
た、日本医師会石川広己常任理事より中央情勢
報告があった。

①麻しん排除目標達成のための体制について
（福岡県）

【提案理由】
国立感染症情報センターの報告によると、麻

しん発生状況は、平成23年第23週で307例と
なっており、前年同期に比べて27.9％増加し
ている。
平成20年度より5年間の時限措置として、

中学1年生及び高校3年生に相当する年齢の者
に対して定期予防接種の追加が行われてきた
が、現状では、平成24年度麻しん排除目標の
達成は、困難であると思われる。今後、日医と
して今後の取り組み並びに国への働きかけ等に
ついてご意見をお聞かせ願いたい。

各県からの回答
沖縄県：沖縄県では1998年～2001年にかけて
麻しんの流行があり、乳幼児の死亡例があった。
それを受けて2001年4月に小児科医の有志

が麻しん撲滅のための委員会「はしか“0”プ
ロジェクト委員会」を立ち上げ、小児科医会、
小児保健協会、県行政、県医師会を巻き込んで
下記のような活動を行い、ある程度の成果が得
られている。
1．麻しんサーベイランスの構築
県行政とタイアップし、「沖縄県麻しん全数

把握実施要領」を作成。医療機関は麻しんの症
例も含めて全例を保健所に報告。県行政は週報
として各医療機関に連絡。
2．麻しんワクチン接種の広域化
県医師会が中心となって自治体と交渉し、麻

しんワクチンはどの地域の医療機関で受けても
よいシステム。
3．はしか“0”プロジェクト週間の設定
毎年5～6月にはしか“0”プロジェクト週

間を設定し、2003年からマスコミで広報。
4．一斉予防接種
はしか“0”プロジェクト週間の日曜日に一

斉予防接種を施行。協力医療機関は事前に新聞
にて広報。
5．自治体の1歳麻しんワクチン接種率をマッ
プにし視覚化
県行政は自治体の接種率を、80％以下を赤

色、80～90％以下を黄色、90％以上を青色で
可視化し啓発に努めている。
上記の取り組みで麻しん流行前は60％台で

あった接種率が年々向上し、2007年度の第二
期接種率は87％となった。また全数把握実施
は麻しん封じ込めの成果を出しており、流行に
は至っていない。
しかしながらこうした努力も“任意接種”の

予防接種法では95％を目標としており、それ
には限界がある。
沖縄の流行から一年後に同様の流行があった

韓国では、国策として一歳で予防接種の義務
化、小学校入学時に予防接種していなければ入
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学できない等の処置をとり、流行翌年には接種
率98％という驚異的な成績をだしている。
医師会、県行政、保健所、自治体が協力体制

を構築するのはもちろんだが、VPDという観
点から、麻しんワクチンの義務化を提案すべき
と考える。

長崎県：長崎県の第3、4期の実施率、89.9、
84.6％で95％に達していない。
集団接種を実施の市町村は、23市町中4市

町（佐世保市、西海市、対馬市、小値賀町）。
予防接種台帳の電子化を県に要請している

が、進んでいない。台帳自体が未整備の市町2
つもあり、推進に努力したいと考えている。
日医から国が更なる強化策を提示するよう要

請してほしいと考える。

宮崎県：本県は、県担当課と対策会議を行い、
現状報告、今度の取り組み等を協議している。
日医の今後の取り組み等、ご意見を伺いたい。

熊本県：日本医師会、各県医師会の取り組み、
ご意見を参考に接種率アップに努めたい。
なお、本県の状況は下記のとおり。
本県の麻しん発生数は、平成20年度 27件、
21年度0件、22年度1件、平成23年度は現時
点で0件である。
学校での発生状況は、平成20年度4人（小

学生1人、中学生1人、高校生2人）、21年度
0人、22年度1人（小学生1人）となっている。

第1期の接種率は、平成20年度90.7％、21
年度93.1％、22年度94.6％。
第2期の接種率は、平成20年度92.8％、21

年度93.1％、22年度93.8％。
第3期の接種率は、平成20年度91.7％、21

年度89.3％、22年度91.9％。
第4期の接種率は、平成20年度84.2％、21

年度85.3％、22年度85.1％。

第1期、2期の接種率は徐々に上昇し、目標

値の95％に近づいているが、3期、4期の接種
率は伸び悩んでいる。
45市町村中、3期12ヶ所（宇城市95.4％、

玉東町96.6％、長洲町98.8％、高森町94.7％、
西原村98.4％、益城町95.4％、錦町97.7％、
あさぎり町98.9％、多良木町95.3％、湯前町
100％、水上村95.0％、五木村100％）、4期
6ヶ所（宇城市86.4％、高森町92.5％、西原
村89.1％、多良木町98.3％、湯前町98.4％、
水上村100％）が集団接種を行っている（接種
率は平成22年度）。

佐賀県：日医のご意見を拝聴させて頂く。

鹿児島県：今年2月27日（日）に日本医師会
で開催された予防接種講習会でも「予防接種週
間・麻疹排除に向けて」及川馨日本小児科医会
常任理事からご講演があったが、平成20年度
から5カ年で麻しん排除を行うことを目標に始
まったこの事業は、次の5つの取り組みを柱に
している。
1）麻しんの全数報告（平成20年1月開始）、
2）MRワクチンの3・4期接種、3）国・都道
府県での対策会議の開催、4）95％以上の接種
率確保、5）検査診断体制（PCR、ウイルス分
離）の整備。
全数報告が始まった初年度の報告数が

11,015 例であったが、翌年には 741例まで
93％の低下がみられ（22年度は457例）、一定
の効果があったものと思われる。
しかしながら、麻しん排除の定義である「人

口100万人に1人」のレベルである120人以下
目標にはまだまだ達しておらず、貴見のとおり
今後対策の強化が望まれる。
また、2009年度の鹿児島県の麻しんワクチ

ン接種率は1～3期で全国平均を下まわってお
り、特に2期は全国で最下位、3期も45位であ
った。今後、行政・学校・医師会が一体とな
り、接種率向上への取り組みを強化したい。
ちなみに本会の現状の取り組みは以下のと

おり。
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①全県的相互乗り入れの実施（参加率 9 割
39/43市町村）

②平成21年度から、全国で3月に実施してい
る「子ども予防接種週間」とは別に、8月4
日を「はしかの日」と定め、「鹿児島県子ど
も予防接種週間」を8月 4日を含む 8日間
（土曜を2回：今年度は、7月30日（土）～
8月6日（土）まで）実施。
主催：県医師会・県小児科医会・県
後援：県教育委員会　
（実績：平成21年度　協力医療機関：349、
接種者数3,861、平成22年度　協力医療機
関：345、接種者数5,713） ※年々増加傾
向にある。
③就学時健康診断の際に、予防接種に関するア
ンケートを実施し、保護者に未接種の予防接
種を確認して頂くとともに、接種勧奨を行う。
④今年度は、「日医テレビ健康講座～ふれあい
ネットワーク～」でも、子どもの健康を守る
という観点から、「予防接種」について12月
に収録・放映予定。また、これに併せて、11
月には健康セミナーとして一般向けの講演会
も予定している。

大分県：本県の22年度県内市町村平均接種率
状況は、第Ⅰ期　92.7％、第Ⅱ期　92.1％、
第Ⅲ期　89.7％、第Ⅳ期　83.8％であり、目
標値にはまだまだ達していない状況である。
日医、各県の意見を拝聴させて頂きたい。

②学校欠席者情報収集システムの活用状況と
課題等について（鹿児島県）

【提案理由】
感染症による欠席情報の早期把握と、関係機

関との共有により、児童生徒の感染症予防への
迅速な対応を図るとともに、これまで各学校が
作成していた出席停止や臨時休業の報告の簡素
化を図るため、国立感染症研究所感染症情報セ
ンター（以下、感染研）が開発した「感染症に
よる学校欠席者情報収集システム」を、鹿児島
県では今年度から導入することが決まった。

現在、県教育委員会が感染研の主任研究官と
ともに、学校現場への説明会を開始しており、
7、8月の試行期間を経て、9月から本稼働にな
る予定である。「学校欠席者情報収集システム」
のホームページ（http://www.syndromic-sur-
veillance.net/gakko/index.html）で確認した
ところ、本年4月現在、全国で約1万2千校、
全学校の3割弱が導入している。九州では佐賀
県・長崎県・大分県・福岡市が導入しており、
熊本県が検討中になっている。本会では、本シ
ステムを有効に活用していただくため、7月21
日（木）にシステムを開発した感染研の大日

おおくさ

主
任研究官を講師にお招きし、学校医をはじめ関
係機関や保護者を集めて研修会を企画した。9
月の本稼働に向け、すでに導入済みの県医師会
におかれては、活用状況や課題等があればご教
示いただきたい。
また、平成21年に佐賀県担当で開催した本

担当理事者会でも、本県から提案したとおり、
本システムの活用には文部科学省からの都道府
県教育委員会への働きかけも重要と考えるが、
日本医師会としての本システム活用に対する見
解をお伺いしたい。

各県からの回答
福岡県：本県としては導入に至っていない状況
である。
福岡市教育委員会では、新型インフルエンザ

の発生数が増加したことに伴い、より効率的な
把握方法が必要となったことから、平成22年
1月の3学期始業日より本システムを導入した。
システムの導入により、即時的に各学校の欠

席者数が把握できる事により、市内の感染状況
の把握も短時間となり、また、各種報告の簡略
化並びに学校の事務軽減となった。
現段階での問題点としては、インフルエンザ

の欠席者の入力は、全ての学校で行っている
が、他の感染症については担当者の入力時間の
確保が出来ないこと並びにシステム運用上の問
題がある。
福岡県教育委員会としては、学校保健安全法
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施行令第7条に、出席停止の報告は学校の設置
者に報告することになっており、小・中学校は
市教育委員会までとなっていることから、現時
点においては、県域での情報把握は必要がない
との見解であり、本システムの導入についての
検討はなされていない。
今後、本県においてシステム導入を検討する

際に、既に導入済みの県医師会における導入メ
リットをご教示いただきたい。

沖縄県：本県の現状としては県教育委員会へ問
い合わせたところ、現在特に「感染症による学
校欠席者情報収集システム」の導入は考えてい
ないとのことであり、12月～3月までの流行期
においては従来の方法（各学校から上がってき
ている感染症の報告を集計）で統計をとってい
るとのことであった。
導入していない理由としては、本県の“はし

か0プロジェクト”による全数把握が効果を出
し、予防接種率が低いにも関わらず昨年度は発
生がなかったことや、数年前の発生では封じ込
めに成功していることがあげられる。また、入
力に時間がかかってしまうとのことであり、簡
略化が進み誰でも容易に入力可能な状態になれ
ば導入を考えるとのことであった。

長崎県：本県では、平成22年2月に全ての公
立学校（幼・小・中・高校・特別支援学校）
で、また平成22年10月には、私立学校におい
てもシステムの運用が開始されています。
運用している県体育保健課から提出願った導

入後の成果と課題は次の通りである。
1）（○）学校、学校医、保健所、教育委員会
等、関係機関が迅速に情報を共有している。
2）（○）学校から関係機関〈保健所等〉へ、
児童生徒の出席停止や臨時休業の報告が迅
速にできる。
3）（○）感染症別（疾病別）の患者数等のデ
ータ管理ができる。
4）（○）地域や学校での流行の状況がわかる。
5）（△）導入当初は、各学校が毎日パソコン

を起動させることへの多忙感があったが、
導入から1年が経過し、定着してきている
ようである。

宮崎県：県教育委員会に確認したところ、導入
については検討中とのことなので、すでに導入
済みの県医師会、また日医の見解を伺い参考に
させていただきたい。

熊本県：貴見のとおり、日本医師会のご意見と
各県医師会の状況を参考に対応したい。

佐賀県：佐賀県では、新型インフルエンザ対策
として、平成21年10月1日から欠席者情報の
入力が開始されている。
なお、平成21年導入の際は、「インフルエン

ザの流行期に活用する」としていたため、全て
の感染症の入力までは、各学校に求められてい
ない。したがって、すべての感染症に対応して
いないため、不完全な情報ということで一般公
開は見送られている。
活用状況等は以下の通り。
活用状況
・インフルエンザの流行期に、各学校で健
康観察後、担当者でシステムに入力をし
ている。
・県立学校においては、インフルエンザの出
席停止の報告をシステムで行っている。
また、学級閉鎖の報告をシステムで行って
いる。
メリット
・中学校単位で情報がみえる。
・インフルエンザの情報の共有化が図られた。
・児童生徒の健康観察が充実した。
・危機管理意識が向上した。
デメリット
・入力ミスがある。
・入力は簡単だが、情報の収集に時間がか
かる。
・システムに入力する時間帯に差がある。
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大分県：大分県教育委員会に問い合わせたとこ
ろ、本年7月以降は、県内全公立小（305）・
中（134）・高（54）・特別支援学校（16）で
運用中であり、幼稚園では各市町村毎に判断
し、導入したところもある。
私学については、導入当初に呼びかけをし、

数校は導入しているが、その後の継続運用につ
いては、県教委では把握していない。
全公立学校で運用開始したことに伴い、九州

大会終了後に改めて、医師会・福祉保健部等の
関係機関へ協力を依頼したいと考えている。
また、現在の状況を把握・検証し、9月以降

にシステム活用に向けた研修も検討している、
とのことである。

＜平成23年8月7日（日）＞
1 平成23年度九州学校検診協議会（年次
大会）（09:30～12:00）
午前9時30分より「平成23年度九州学校検

診協議会」が開催された。
平成23年度九州学校検診協議会では、小児

生活習慣病部門、腎臓部門、心臓部門の3部門
による教育講演が行われた。
小児生活習慣病部門では、大分大学医学部小

児科学教授の泉達郎先生より、「学童生活習慣
病検診の経時的推移」と題した講演が行われた。
講演では、大分市が昭和54年より実施して

いる「大分市小児生活習慣病予防検診」につい
ての説明があり、「本検診における血液検査の
実施状況と結果」についての報告として、血液
検査を行うことにより、高脂血症、肥満、高血
圧の早期発見につながるという血液検査の有用
性について述べられた。また、医学的管理を要
する学童は、肥満度や身体計測値に関わらず見
出されており、学童期に肥満の評価を行うとと
もに、採血による血液検査や血清脂質評価を実
施し、臨床的発症前に高脂血症の状態を把握す
ることが重要である。加えて、学童だけでなく、
御両親共に疾病への認識度を高め、生活習慣病
予防に努めることも重要であると述べられた。
腎臓部門では、西別府病院小児科部長の平松

美佐子先生より、「大分県の学校検尿の現況」
と題した講演が行われた。
講演では、我が国の学校検尿は腎尿路疾患の

早期発見、治療を目的に施行され30年が経過
した結果、主に慢性糸球体疾患の早期発見、早
期治療に結びつき、腎不全への進行を遅らせて
いるとして、学校検尿の有用性について報告が
行われた。しかし、九州の学校検尿が抱える問
題点として、①3次検診に専門医の有無で検診
に地域差がある、②非都市部で専門医確保が難
しい、③診断基準、診断名、事後措置が県、地
方で不統一、④緊急受診体制の未整備等が挙げ
られるとの指摘があった。また、透析導入患者
の増加を抑えるための対策を講じる必要があ
り、高校卒業以降のフォローアップについても
検討しなければならないと提起された。
今後、この学校検尿システムが幼児、学童、

成人へとバトンタッチしていく生涯検尿および
家族性腎炎等の解明、生涯のCKDの予防につ
ながることに期待したいと述べられた。
心臓部門では、大分大学医学部小児科学助教

の川野達也先生より、「最近話題の心電図所
見：早期再分極とQT短縮－学校心臓検診の心
電図データの有効活用－」と題した講演が行わ
れた。
講演では、大分県における心電図検査は30

年以上が経過しており、蓄積された検診データ
は膨大な数に上るが、これらを集積、解析、フ
ィードバックするシステムに乏しく、十分に活
用できていない状況にあると説明があり、これ
ら検診データを基に行う早期再分極とQT短縮
に係る調査の必要性について意見されるととも
に、調査により見えてくる現在の心電図検診の
問題点、改善点、今後の方向性等についての見
解が述べられた。

2 第55回九州ブロック学校保健・学校医
大会分科会（09:30～12:00）
平成23年度九州学校検診協議会と並行して

「第55回九州ブロック学校保健・学校医大会分
科会」が開催された。分科会では、眼科部門、
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耳鼻咽喉科部門、運動器部門の3部門による教
育講演、パネルディスカッションが行われた。
眼科部門では、皆良田眼科医院院長の皆良田

研介先生より「眼科学校医に役立つ斜視の知
識」について、ら（羅）眼科院長の羅錦營先生
より「3D立体映像時代と学校保健における眼
科校医の役割」について、それぞれ講演が行わ
れた。
耳鼻咽喉科部門では「学校保健における「こ

とばの障害」に対する耳鼻咽喉科医の役割」を
メインテーマに、パネルディスカッションが行
われた。パネルディスカッションでは、大分市
立鶴崎小学校教諭の佐藤庸子先生より「学校保
健の現場における小児のことばの障害への対応
―教諭の立場から―」について、別府発達医療
センター言語聴覚士の末廣沙紀先生より「学校
保健の現場における小児のことばの障害への対
応―言語聴覚士の立場から―」について、佐藤
クリニック耳鼻咽喉科・頭頸部外科院長の佐藤
公則先生より「学校保健の現場における小児の
ことばの障害への対応―耳鼻咽喉科医の立場か
ら―」について、それぞれ発表があった。ま
た、特別講演として、国際医療福祉大学言語聴
覚センター教授の新美成二先生より「学童期の
ことばの障害」について講演が行われた。
運動器部門では、大分大学医学部整形外科学

教授の津村弘先生より「中津市における学童期
運動器検診の実際と効果」と題した講演が行わ
れた後、活発な質疑応答が行われた。

3 九州医師会連合会学校医会評議員会
（12:00～12:50）

○報告
鹿児島県医師会の鮫島秀弥理事より、以下の

①、②の事項について報告が行われた後、大分
県医師会の藤本保理事より、③の事項について
報告が行われた。
①平成22年度九州医師会連合会学校医会事業
について
②平成22年度九州医師会連合会学校医会歳入
歳出決算について

③平成23年度九州医師会連合会学校医会事業
経過について
○議事
大分県医師会の藤本保理事より、以下の議案

について説明があり協議が行われた結果、特に
異議なく承認された。
①第1号議案　平成23年度九州医師会連合会
学校医会事業計画に関する件
②第2号議案　平成23年度九州医師会連合会学
校医会負担金並びに歳入歳出予算に関する件
大分県医師会の藤本保理事より、以下の議案
について説明があり協議が行われた。
③第3号議案　第56回・第57回九州ブロック
学校保健・学校医大会開催担当県に関する件
協議の結果、第56回（平成24年度）は福岡

県に決定し、第57回（平成25年度）は沖縄県
に内定した。

4 九州医師会連合会学校医会総会
（13:00～13:30）

午後1時より「九州医師会連合会学校医会総
会」が開催され、大分県医師会の嶋津義久会長
により開催県医師会長挨拶が述べられた後、日
本医師会の原中勝征会長（横倉義武日医副会長
代読）、大分県の広瀬勝貞知事、大分県の釘宮
磐市長より来賓祝辞が述べられた。その後、次
回開催県の福岡県医師会の松田峻一良会長より
次回担当県としての挨拶が述べられた。次回は
平成23年8月5日（日）ホテルニューオータニ
博多にて開催される。

5 九州ブロック学校保健・学校医大会
（13:40～15:30）

「学校におけるアレルギー疾患対策」をメイ
ンテーマに基調講演並びにシンポジウムが行わ
れた。
大分大学医学部地域医療・小児科分野担当

教授の是松聖悟先生より、「アレルギーの子が
安心して通える学校にするために」と題した講
演が行われた。
講演では、「この10～20年の間で、食物ア
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レルギーが大きな問題となっており、主な原因
は、乳幼児期は鶏卵、牛乳、小麦であり、その
重症度によってはアナフィラキシーといった命
の危険にさらされることもある。成長とともに
徐々に軽快し、食べられるようになる（耐性獲
得）ことが多いが、学童期になっても耐性を獲
得できない場合は難治であるばかりか、甲殻
類、そばなど、新たな食物アレルギーに進展す
る場合もある。さらには、花粉症を発症するこ
とによって共通なアミノ酸配列を持つ果物にア
レルギーを示すようになったり、食後の運動に
よって食物依存性運動誘発性アナフィラキシー
が惹起されたり、症状も多彩となる。」と説明
があった。
また、食物アレルギーを持つ児の学校給食の

問題点として、「耐性獲得の確認をしないまま、
除去を何年も継続している場合があり、保護者
がそれを学校に要求していることがあるこ
と。」、「誤食によって生じる危険レベルがわか
らないまま給食対応しており、少量でもアナフ
ィラキシーの危険がある食物と、食べ過ぎたと
きに軽度のかゆみが生じるだけの食物を同レベ
ルで扱おうとしていること」という2つの問題
点があると提起され、「学童以降の食物アレル
ギーの有病率は1～2％とされているが、アナ
フィラキシーの危険がある児は0.5％程度、そ
して1人当たり平均2食品の除去で良いことが
推定されるため、専門医、校医、教員、保護者

が連携を図ることで2つの問題点は解決可能で
あると考える。」との見解が示された。
アレルギーの子が安心して通える学校にする

ためには、数年毎に除去内容を再検討し最低限
の除去を行うこと、またアナフィラキシーの可
能性のあるものと、ないものを区別し、可能性
のあるものを確実に除去することが重要である
と説明があり、児童生徒が安心して安全に学校
生活をおくるためには、子供を取り巻く関係者
や関係機関が連携をとり、より良い方向に向け
て働きかけをしていくことが重要であると述べ
られた。
シンポジウムでは、宇佐市立駅館小学校養護

教諭の乙咲繁子先生より、「アレルギーの子が安
心して安全に学校生活をおくるために」につい
て、大分県PTA連合会会長の冨永大輔先生よ
り、「食物アレルギーを持つ子どもの現状」につ
いて、松本小児科医院院長の松本重孝先生よ
り、「症例を通して学校におけるアレルギー疾患
対策の問題点を探る」について、由布市教育委
員会学校給食センター主査の中島進先生より、
「最先端の給食センターとしてすべきこと」につ
いて、由布市立東庄内小学校主任学校栄養職員
の本田真紀先生より、「由布市学校給食センタ
ーにおける食物アレルギーの対応について」、そ
れぞれの立場から見解が述べられ、その後、フ
ロアを交えて活発な質疑応答が行われた。
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印象記
理事　宮里　善次

平成23年8月6日大分全日空ホテル・オアシスタワーで九州学校検診協議会第一回専門委員会
と九州各県医師会学校保健担当理事者会が開催された。
しかしながら、当日早朝まで台風9号の暴風圏内にあり、飛行機が飛んだのは出発予定時刻から
8時間30分後であり、福岡から大分への移動もあり、会場に着いたのは深夜22時30分であった。
残念ながら両会とも欠席となった。協議における細かいニュアンスは伝えられないが、協議内

容に関する各県の事前回答の資料があるので参考にしていただきたい。
翌日、同会場で「第55回九州ブロック学校保健・学校医大会　平成23年度九州学校検診協議

会（年次大会）」が「環境の変化とからだ －いま、学校現場に何を求められているのか－」をテ
ーマに開催された。
午前中は年次大会の教育講演（①小児生活習慣病部門、②腎臓部門、③心臓部門）と、分科会

（①眼科部門、②耳鼻咽喉科部門、③運動器部門）が開催された。筆者は教育講演3題を拝聴した。
まず、小児生活習慣病部門では大分大学医学部小児科学の泉達郎教授が「学童生活習慣病検診

の経時的推移」と題して講演された。大分県では昭和54年から腎臓検診と同時に小児生活習慣病
予防検診を実施しており、かなり早い時期から取り組みがなされてきた。身体計測以外に採血
（血液一般検査、血清、脂質、肝機能検査）を行い、一次検診から二次検診、さらには専門医への
検診につなげている。しかしながら、大分県では肥満、痩身ともに全国平均を上回っているとい
う現状が報告された。検診の取り組みが必ずしも結果につながっているとは言い難いが、全国平
均を上回っているからこそ、必要度が高いと言えるだろう。
腎臓部門では西別府病院の平松美佐子小児科部長が「大分県の学校検尿の現況」と題して講演

された。
九州の学校検尿が抱えていた以前の問題点として①3次検診に専門医の有無で地域差がある、

②非都市部で専門医の確保が困難、③診断基準、診断名、事後措置が県や地方で不統一、④緊急
受診体制の未整備、が指摘された。しかしながら、2004年に九州学校検診協議会腎臓専門委員会
によって作成された「九州学校検尿マニュアル」によって、③の項目が大幅に改善されたことが
報告された。
心臓部門では「最近話題の心電図所見：早期再分極とQT短縮－学校心臓検診の心電図データ

の有効活用」と題して大分大学医学部小児科学の川野達也助教の講演があった。文献的に定義さ
れていないことと、死亡や有症状の自験例がないと云うことで、文献紹介に止まった感がした。
午後は「学校におけるアレルギー疾患対策」をテーマにシンポジウムが開催された。今まで議

論されたことに終始するような内容であったが、基調講演をされた大分大学医学部地域医療・小
児科分野担当の是松聖悟教授の意見が印象に残った。「学校現場で“エピネフィリン（エピペン）”
が使われるようになって、逆に学校現場の教師がアレルギー疾患にぴりぴりしている。必要以上
の検査と診断書、生活指導を要求されることが少なくない。アナフィラキシ―ショック以外は慌
てる必要もないので、何が緊急で何が緊急でないのかを学校医と保護者と学校側で確認する必要
がある。」
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実地医家のための会　永井友二郎

皆様は太平洋戦争のとき、大変きびしい体験
をされました。あの艦砲射撃をうけるこわさ
は、この世のものではなかったと思います。
また戦争の後も、日本全体のために大きな犠

牲を払い続けておられます。
この皆様の前に立って、私が今なんとかお話

ができますのは、私がこの戦争で九死に一生を
得た人間だからであります。
私は昭和16年12月、太平洋戦争がはじまっ

たとき、千葉大学を卒業し、海軍に入り、軍医
中尉となりました。そして、直前まで平凡な学
生であったものが、翌年6月には1万トンの巡
洋艦にのって、ミッドウェー海戦に出ました。
当時、すべての成り行きが急であり、私が医者
となってはじめての経験が負け戦の軍艦の中で
100名を超す、全身熱傷の黒ん坊のような水兵
たちの治療をしていました。
私はこのミッドウェー海戦のあと、ガダルカ

ナル島の攻防戦、キスカ島の撤収作戦、マキ
ン・タラワ島の玉碎戦などに参加しました。こ
れらはすべて負け戦で、私の乗っていた軍艦に
爆弾が当ったことが3回、沈没したことが2回、
その一度は私自身が負傷して意識を失いました。
また、潜水艦に1年乗っていましたが、その

昭和18年10月、マキン島の沖で、米空母リス
カムベイを撃沈しましたので、その後7時間、
アメリカの駆逐艦の爆露攻撃をうけました。こ
の時の怖さ恐ろしさは、死刑台で死を待たされ
ているようで、私の生涯で最も恐ろしい怖さで
ありました。幸いに、私はこの戦争で、ついに
命を永らえ、復員し、昭和20年12月から、千
葉大学第二内科の堂野前維摩郷教授の下で医師
としての勉強のやり直しをいたしました。
この堂野前教授は、学問的にも人間的にも大

変優れた先生で、日頃から私たちに、「内科と
いうものは、病人を人間として総合的に、全人
的にみる科であり、それだから、内科は医学全
体の中心なのです」と教えて下さいました。
私が昭和38年に実地医家のための会をつく

り、50年以上プライマリ・ケアの道を歩んで
きたそのもとは、この堂野前教授の教えによっ
ていると思っております。
ところで、現在のわが国の医学界の現状をみ

てみますと、大学の医学部と日本医学会を頂点
としたピラミッドの体制、学者と専門医上位の
体制が永年つづいております。そして社会一般

第112回沖縄県医師会医学会総会特別講演
～人間的な良い医療を目指してプライマリ・ケアこそ医学の本道～

去る6月12月（日）、本会館に於いて開催いたしました第112回沖縄県医師会医
学会総会につきましては、会報9月号にて報告したところでありますが、当総会の
特別講演は、本邦の実地医家の第一人者である永井友二郎先生に大変素晴らしい内容
のご講演をいただきましたので、医学会当日に講演をお聞きになれなかった先生方に
も、是非ご一読いただきたく、講演内容を以下のとおり掲載致します。
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もそれを認め、ひたすら医学の進歩を期待して
いる状況があります。
この科学としての医学、先端医学は医療の大

切な部分であり、大変重要ですが、その歴史は
そんなに古いものではありません。
ウィリアム・ハーベイの血液循環発見からま

だ400年ほどで、これに比べますと、病人を人
間として、その生活のなかでみていく人間的医
療は人類の誕生以来ありました。原始的であっ
たでしょうが、病人を休ませ、労り、水を飲ま
せ、冷やしたりしたこの病人中心の医療は人類
の歴史と同じ400万年前からあった訳であり
ます。
このことをわざわざ申し上げましたのは、医

療のもっとも大切な本質が「病人のため、病人
中心」ということを歴史が示しているからであ
ります。
現在のわが国の医学界ですが、これは明治政

府がドイツ医学を導入して以来、大学と学会を
中心として、医学中心、医者中心で進められ、
「病人中心」という本質を失って、今日に至っ
ております。
そしてこの日本の医学界に、病人中心の全人

的医療を目指す「日本プライマリ・ケア学会」
が誕生しても、日本医学会は永年これを分科会
の1つとして認めることを拒んできました。
ただ、昨年プライマリ・ケアを目指す3学会

が合同し、日本プライマリ・ケア連合学会がで
きたことから、本年2月この学会の日本医学会
への加盟が認められるに至りました。大きい前
進であります。

現代の医学界が抱える矛盾
さて、はじめに申し上げましたように、現在

の日本の医学界はもっぱら科学としての医学、
先端医学を目指しておりまして、医療の最も大
切な本質、「病人中心」ということを欠いてお
ります。このことについて、有名な川喜田愛郎
教授は次のように述べておられます。
「医学は今日、大変進歩したもののように受

けとられているが、それは決して完成したもの

でなく、開発の途中にあり、どぎつい表現をす
れば、医者はいつも、病人に欠陥商品を売りつ
づけている。しかも、医者はこのことをやめる
わけにいかず、これを生涯続ける義務さえある」
この川喜田教授のことばは厳しいものです

が、これは現実であります。
すなわち、我々は医療の中にいつも予期しな

いことや医療事故が起る危険をはらんでいるこ
とを忘れてはなりません。
それで、この先端医学で欠けているもの、そ

の不安に対し、これを補い支えるものがなけれ
ばならない訳で、この重い役割りを持つ「人間
的医療」プライマリ・ケアを建設すべく、われ
われは今日まで進んできました。本日はこのこ
とについてお話いたしますが、この内容こそ
が、欠陥商品である先端医学を支える医学の本
道、柱であります。

わが国プライマリ・ケアの生い立ち
それで、わが国におけるこのプライマリ・ケ

アの生い立ち、「実地医家のための会」創立の
経緯を少しお話してみます。
私は、復員後、千葉大学の第二内科、堂野前

教授の教えを受け、病院勤務を経て、昭和32
年、東京の三鷹市で内科の小さな医院を開業し
ました。開業医になって、これまでの大学病
院、公立病院にいた時と全く違う医療があるこ
とに驚きました。開業医のところにはいろいろ
な病人が来て、病気の種類が多く、重い病気も
軽い病気も、たった今起ったばかりの初期の病
人もおり、私ははじめて病気の全体像をみた思
いがしました。
また患者さんは親しくなるといろいろな相談

ごと、些細な相談まで持ちこんできます。
私はこうして、大学や大病院では扱うことの

ない医療の世界を発見して驚きました。そして
私は、開業医の方が大学や病院の医師たちより
も、本当の医療、医療の全体像をみているとい
う思いを強くしました。
昭和30年代当時は、開業医はまだ研究会も

学会もなく、ひとりひとりが自分の臨床経験だ
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けを頼りに診療していました。それで私は親し
くなった友人に次のことを訴えてみました。
「自分たち開業医には独自の領域があると思う。
それで、われわれが抱えるいろいろな問題につ
いて発表しあう場を是非つくりたい。はじめは
研究会でいいが、未来はぜひ学会を作りたい」
と申し出ました。
そうして昭和38年2月、私の提言で4人の

先生が集まり、まず研究会を作ることを決め、
その綱領は次のようでありました。
「医師は人間を部分としてではなく全体とし

て、生物としてでなく社会生活をしている人間
としてみてゆかなければならない。また、医学
が専門化・細分化を強めていく中、病人は納得
のいく説明を聞き難くなり、これが放置された
ままである。われわれ医師は、これを是非あら
ためてゆかなければならない」というものであ
りました。
当時、日本医師会の会長は武見太郎先生でし

たが、私のような40歳を少し過ぎただけ、開
業医としてもかけだしが言い出したことに対し
て、これを無視するのでなく、むしろ大事に見
ていて下さいました。
またもう一人偉い方がおられます。昔、東京

の清瀬に国立東京診療所という結核の大きな診
療所がありました。ここの所長であった砂原茂
一先生は、私が川喜田愛郎先生と同様に尊敬し
てやまない方です。この砂原先生は常々、次の
ように言っておられました。「医師はいつも、自
分になにができ、なにをすべきか、考えている
必要がある。病人にたいして、有害なことはせ
ず、無駄なこともしない、そしていつも、最大
の利益にあった治療だけをしている、そういう
自信をもてる臨床家は果たしているだろうか。
そしてスモンやサリドマイドの歴史が示すよ

うに、医学はあくまで不完全な知識の体系で
ある。医師はこの視点に立ち、先端医学の進
歩だけを追うのでなく、人間のもつ自然治癒
力を大切に考え、同時に、病人の人間という
ものを考える、そういう良い医療を基本とすべ
きである。」

それで、我々の意識がとかく先端医学に向か
いがちの中で、人間的な良い医療を実現する上
で、是非必要な事柄についてお話したいと思い
ます。
次の三つの大きな話をいたします。その第一

の柱は「「人間の自然治癒力」をできるだけ大
事にすること」、第二の柱は「医療におけるこ
とば」です。私たちは「ことば」というものを
普段、ごく自然に使っていて、その重要性を忘
れていますが、医療は「ことば」なくしては成
り立たず、「ことば」こそ医療の基本の方法論
であります。
それから第三の柱は病人の基本的人権を大切

にする「医療における法と倫理。医事法学」で
あります。
私は、病人のいのちにかかわる医療を支える

ものは、以上のように先端医学だけでなく、こ
の三つの柱が是非必要だと考えています。そし
てこの三つの柱全体の背景に、人類文化のすべ
て、歴史学、文学、心理学、その他があると考
えています。

自然治癒力
まず自然治癒力についてお話いたしますが、

はじめに私の体験をひとつ申し上げてみます。
それは太平洋戦争中のことで、私が海軍軍医

大尉で、南洋のトラック島の軍艦におりました
とき、水兵の一人が急性虫垂炎になりました。
この軍艦の軍医は軍医長が東大の外科出身の方
でしたので、この軍医長が執刀、私が向きあっ
て助手をつとめて手術をしました。この手術が
無事に終ったあと、軍医長が、腹膜と筋肉層の
縫合が良くなかったと言って、翌日縫合のやり
直しをしました。
その日、私はまた軍医長と向き合って、縫合

した皮膚の結紮糸を切っていきました。それ
は、手術してまだ24時間もたっていなかった
時で、私は糸を切れば皮膚は容易に開くだろう
と思っていましたところ、驚いたことに皮膚は
肉芽でつよく癒合していて、指で左右に広げよ
うとしても、容易に開きませんでした。仕方な
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くメスを入れて、やっと左右に開くことができ
ました。
私はこのとき、生れてはじめて人間のからだ

の自然治癒力の大きさ、強さをしみじみと知ら
された思いがしました。そしてこの自然治癒力
は外科手術の場合だけでなく、あらゆるからだ
の修復、治癒機転の柱であり、その力はたいへ
ん大きいものだということを感じたのでありま
した。

ことばと医療
さて、次に「医療におけることば」につい

て、少し丁寧にお話したいと思います。
私がこの「ことば」の重要性に気付きました

のは、昭和38年、「実地医家のための会」を発
足させたときでした。この「実地医家のための
会」出発のとき、私の高等学校からの親しい友
人、平井信義先生が、小児科医としてこころの
発達の研究をしており、「実地医家のための会」
を発足させるなら、最初に患者さんとの対話、
「ことばの勉強」からはじめると良いといって、
カウンセリングの手法による「ことばの学習」
を私たちに叩き込んでくれました。
私はこの講義を受けた時、果たして「こと

ば」だけで、どれだけの治療効果をあげられる
かと疑問に思っていました。しかし、いろいろ
カウンセリングの実際を見聞していくうちに、
ほほう、そうかと思うようになり、医療そのも
のに対する考え方も大きく変わってきました。
私はその当時まで、医師は大学で教わった医

学を応用し、診断し、その病名に合った治療を
すれば治るものだと考え、また医者は病人より
偉い立場で、病人を治してやるものだと考えて
いましたが、それが平井先生の講義を聴き、実
例を聞いているうちに、私は自分の考えが次第
に大きくかわっていくことに気がつきました。
私はまず、医者である自分が病人よりも上だ

という考えを改め、そして患者さんと対等の立
場でことばをかわすようになりました。そして
次に、病人とよく「ことば」をかわすことによ
って、病人が次第にこころを開くようになり、

それだけでも病人の不安が減るらしいことを知
りました。そして病人とゆっくり話しをするこ
とで自然によくなる病気がある、ことばをかわ
すだけで治る病気があることを知りました。私
はこのようにして、「ことば」による病人の人
間理解こそ、医療の原点であることをはじめて
知ったのであります。
すなわち、人間のわずらいは元々、それぞれ

の人の固有の生い立ちと生活に深く結びついた
もので、その人がどういう人生を生きたいと考
えているかに深く関わるものです。人間が病気
になって、何に困り、何に苦しむか、何を求め
るかは、ひとりひとりその内容が違うのが普通
で、その違いはその病人にとって大きい意味が
あります。
そして、この千差万別の病人のわずらいで、

病人が求めているものを医師に伝えるのも、ま
た医師の側から、これをよくききとり、あるい
は医師の考えを伝えるのも、すべて医師と患者
との対話、「ことば」以外の何ものでもないの
であります。
この意味から、医療は「ことば」で始まり、

「ことば」で終わるといってよいということが
できます。
それで、現代医学がいかに進歩しても、医療

を提供するわれわれ医師が、病人が求めている
事柄を理解できなくては病人を苦しませ、悲し
ませることになります。この意味で、これから
の良い医療は、病人中心の医療であり、「こと
ば」はあらゆる先端医学にも優る、不可欠の方
法論であります。
ここで、「ことば」について少し立ち入って

検討してみたいと思います。まず、「ことば」
というものが人間の生活のなかでどんな意味、
どんな力をもっているか考えてみますと、第一
は、「ことば」なくしては、人間は考えること
も社会生活をすることもできない。ものごとを
分析し、思索し、判断し、自分の考えを明らか
にできるのは「ことば」によってです。
第二には、相手の人間がどんな人であるか、

を判断するとき、その判断材料はほとんどが相
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手の人の「ことば」である。
第三には、以上のほかに人間の生活、文化の

多くのもの、宗教、哲学、文学、自然科学も医
学もこの「ことば」によって支えられ、育てら
れてきたということがあります。
このように、「ことば」はわれわれ人間にと

って、もっとも大切な生活基盤でありますが、
これは乳児のときの「かたこと」ではじまり、
その後、自然に身についてきた、あまりにも日
常的で、身近であったため、われわれは「こと
ば」というものの重要性に気づかずにまいりま
した。
そのようななかで、私たちは昭和38年、「実

地医家のための会」を発足させました時、われ
われは、人間中心、病人中心の良い医療のため
には、ほかのなによりも、医師と患者との「こ
とば」のとりかわしが大事だと、その学習に励
んだ訳であります。
その内容を申し上げますと、それはカウンセ

リングの技法にもとづいた病人との面接法で、
いま、多くの書物に「患者の面接技法」として
書かれているものでした。その詳細は多くの書
物に譲り、私はこの学習で掴むことができた3
つの大事な事柄についてお話したいと思います。
その第一は、どの患者さんに対しても、その

人間に興味をもつようにして、本腰を入れて話
をきき、話をする。そして、ときには無駄のよ
うにみえても雑談を交えるほどの気持ちで、患
者さんに接することが大事で有効であります。
第二には、ものごと、あるいは人間を理解す

る上で、その生い立ちの歴史をよく調べること
が大事で、有効だということです。病人の人間
を知る上で、その人の生い立ちの歴史をよくき
くことが大変有効であることを経験します。
それから、ものごとには「全体と部分」とい

う関係がありますから、この視点に立って病人
の話をきくと良いということがあります。病人
が私たちに訴えてきていることは通常、大変大
事な部分でありますが、それは全体でない場合
が多い。それで我々は病人の抱えている問題の
全体は何か、病人を全体として理解し、問題を

解決するために、「もっと困っていること、も
っとお話しになりたいことはありませんか」と
よく聞いてゆくことが有効であります。
それから第三に大事なことは、「ことば」は

ただ丁寧に使っていればいいのでなく、相手の
人によくわかるように、わかり易いことばを使
う工夫が必要で、有効であります。
一例をあげてみますと、司馬遼太郎さんはあ

る講演で次のような話をされました。「吉田松
陰という人は堅物で怖い人かと思っていたとこ
ろ、岩波書店から出ている吉田松陰全集の12
巻をずっと読んでいくうちに、まず松陰の文章
のうまさにびっくりした。古今の名文家です
ね。それで、だんだん読んでいくにしたがっ
て、これは単に文才だけ、才能だけの問題でな
いことがわかってきた。松陰の文章のうまさの
もとに、松陰の心の優しさがあることがわかっ
てきた。自分の考えを人に伝えるために、やさ
しく、わかり易い文章を書いた。吉田松陰全集
を読んでいくと、このことがよくわかります」
とありました。
このやさしさ、愛情といってもいいと思いま

すが、この「やさしさ」について、私の尊敬す
る国立小児病院長だった小林登先生は「やさし
さを科学する」という論文を書いておられま
す。それによると、子どもの発育における母親
の愛情、やさしさは、からだの発達・成長だけ
でなく、知能の発達の上でも、正常に発達させ
る力をもっている。さらに、感染症をおこす頻
度を減少させ、感染症による死亡率を減らすと
述べています。
即ち、やさしさは医療において具体的に力が

あることが証明できるということであります。

医療における法と倫理
「実地医家のための会」を発足させて10年

目の昭和48年に、当時の厚生省から「医事紛
争研究班」の委員を命ぜられました。
私はそれまで、医療と法律の関係は全く無知

でありましたが、私はこの委員会で毎月1回、
法学者たちと3年間、医療事故や医事紛争の勉
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強をして、医療の大切な一面を知ることができ
ました。
この委員会の委員長は、さきにお話した砂原

茂一先生で、その委員には法学者の唄孝一先
生というわが国の医事法学の生みの親がおられ
ました。私はこの唄教授から、目からうろこが
落ちるような大事なことを多く教えられたこと
を有難く思っています。それで、本日はこの唄
教授から学んだ事柄についてお話しようと思い
ます。
はじめ私はこの委員会で、法学者や役人たち

の論議をきいていて、同じ医療に対して、その
見方が全く違うことにまずびっくりしました。
私は以前から、法律家や裁判官たちは六法全

書や過去の判例を拠り所として、有罪、無罪を
決め、ときには死刑さえ宣告する、切れ味のす
るどい、こわい人達だと思ってきました。
それで、この法律家たちがどんな方法で、こ

の危険な仕事をしているのか、その議論の進め
方を注意してみてきましたところ、唄教授は特
にそうでしたが、法律家たちは議論の進め方が
大変緻密で、こんなにも細かいことばの使い方
をするのかと思ったほどで、私は法律家や裁判
官たちの大事な方法論が「ことば」であったこ
とを初めて知ったのであります。
そして私が、この委員会で次に驚いたこと

は、それまで医療は人道的な善意に基づいた行
為と考えていたものが、次のように根底から覆
されたことであります。
法律家たちは、医療を次のように認識してい

ました。
「医師がおこなう診療行為は、投薬から外科

手術に至るまで、外形的には患者の身体にたい
する侵襲的行為であり、身体の安全性を害する
行為である。したがって、刑法204条のいわゆ
る傷害に該当し、また、民法上からは身体権の
侵害にあたる。このような診療行為が医師にの
み、とくに許されるためには、次の三つの条件
が必要である」としている。
1．診療行為が診療の目的をもっていること。
2．その手段、方法が、当時の医療水準からみ

て妥当であること。
3．診療の目的、および予想される結果につい
て、医師から患者に十分な説明があり、患者
本人の承諾があること。
ということでした。私は大変驚きました。
また、私が唄教授から教えられた次の事柄

も、私の心に深く焼きつくことでありました。
「病人はいつも、そのかけがえのないいのち

とからだを医師に預け、やり直しのきかない医
療を医師に託している。そして医学が大きく進
歩したといっても、あくまで不完全な知識の体
系であり、医療にはしばしば予期しないことや
医療事故がおこる。
そして医師たちは、この不完全な医学のもと

で広く世間に対し、病人への献身を誓ったもの
であることを忘れないでほしい」と。そして唄
教授はさらに、「医療をうけるものは、いつも
泣く覚悟を要する。泣かねばならぬ危険を覚悟
で医療をもとめざるを得ない。これは医療の悲
しい宿命である。しかしこのことは、患者にの
み悲しみを忍ばしめるものではない。
医師は医療の怖さを銘記し、患者が泣き叫ぶ

以外に救いがない運命のなかで、医療を托して
いることを知っていてほしい。医師は患者が、
からだを傷つけられ、あるいは家族を失った場
合、泣くことをも忍ばしめるだけの誠実さ、真
剣さで医療を行ってほしい。
医療の原点はまさにここに在り、不幸にして

医療事故が生じたときは、医師はこの患者に対
し、また、患者側の人々に対しこの事故が生じ
た所以について十分な説明をしてほしい。
そのとき、医師の側にもこの医療事故による

大きな驚きと衝撃があるはずである。この医師
の驚きと衝撃が患者側に伝わらない場合、患者
側にいたずらに悲しみを大きくさせ、また過剰
な苛立ちを、怒りをもたせることになる」と唄
教授は述べています。
私は以上のことを唄幸一教授から教えられ、

医療事故の実態がどうなっているか、是非知り
たく思いました。それで、私は「実地医家のた
めの会」の会員に事情をよく説明し、昭和51
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年と、平成3年の2回、医療事故の実態調査を
いたしました。

医療事故の実態調査
このような医療事故の実体調査は、会員相互

の信頼関係がないと行ない得ないものですが、
幸い私たち「実地医家のための会」は、共通の
使命観で結ばれていましたので、大変自然にこ
の調査を行うことができました。
昭和51年と、平成3年の2回の調査をまと

めてみますと次のようになります。
調査にこたえてくれた医師が161名、そして

報告された医療事故が165件で、そのうち裁判
になったものが8件、死亡事故が42件ありま
した。
詳しい内容は省きますが、われわれ医師はひ

とり平均1件の医療事故を経験しており、4人
に1人は死亡事故を抱えていたという結果であ
りました。
この場合の医師と患者関係についてみます

と、不満或いはクレームを申し出たものが165
件中50件、約3分の1でした。この患者の不
満やクレームから医事紛争になったものが10
件、信頼を失ったものが23件、説明で納得し
たものが53件、そして全体の半数が不信を残
し、その医師から去っていきました。
また、医師が自分では過失なしと考えている

場合でも表面に出た争い或いは裁判になったも
のが8件ありました。
このように、医療事故は患者にとっては命が

けの、また医師にとっても大変厳しいことです
ので、私はこの医療事故をプライマリ・ケアの
大きなテーマとして、正面から取り上げるべき
と考え、昭和56年の日本プライマリ・ケア学
会において「医療事故を日常診療の一部へ」と
いう演題を出しました。
その内容は、今申し上げた調査結果に基づ

き、医療事故を診療上の例外と扱うのではな
く、日常診療の大切な一部として、積極的に取
組むべきことを述べ、さらに地域医療システム
の一翼として、患者が日常診療の中での不満や

疑問を持ちこむことのできる医療相談所を設け
るべきことを提言しました。

家庭医実習
最後に、「医学生の家庭医実習」について申

し上げます。
「人間的な良い医療を目指してプライマリ・ケ
アこそ医学の本道」
実地医科のための会　永井友二郎

私はこのようにして、「実地医家のための会」
をつくって約50年、「人間の医学」と取組んで
きましたが、昭和61年、東京慈恵会医科大学
の学長、阿部正和先生から次のことを依頼され
ました。このことは医療の本質にかかわる大変
大きな事柄であります。
阿部正和学長は私に、是非この話を聞いて欲

しいと次のように話されました。
「私たちは大学で、学生たちに医学の原理と

先端医学は教えることができますが、ほんとう
の在るべき医療というものは教えることができ
ません。どうか、先生がた開業医のところで、
本当の医療というものを学生たちに見せてやっ
てください。」と。それからもう20年になりま
すが、慈恵会医科大学ではこの学生たちに対す
る家庭医実習を現在まで続けています。
そして、その具体的成果は、毎回の学生たち

のレポートに次のように示されておりますが、
今年の5年生の学生のレポートに次のようなも
のがあります。
「今度の家庭医実習では、医師と患者の信頼

関係を築く診療、患者が満足する診療を見せて
もらった。また、往診、訪問診療というもの
は、患者との信頼関係のできた開業医にしかで
きないことを教えられた。そして、自分が病人
だったらどうしてほしいか、ということを最優
先して診療している先生の姿をみて、医師の在
るべき姿を強く教えられた」とありました。
家庭医実習はこのように、医学医療の本質理

解に大きく貢献するものであります。
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おわりに
以上、本日は「人間的な良い医療をめざし

て」の題で、多くの事柄をお話してきました。
現代医学は大きく進歩しておりますが、全体

としてはまだまだ開発の途中、不完全な知識の
体系で、常に医療事故や予期しないことが起る
危険をはらんでいます。
それで、われわれ医師は病人のかけがえのな

い命とからだに対し、やり直しのきかない侵襲
を加える訳ですから、先端医学だけでなく、本
日お話した基本の事柄を十分生かしてゆく必要
があります。
すなわち、全ての病気が治っていくその基本

は、人間のからだがもつ自然治癒力によるもの
であること、現代医学はこれを支えるものとし
て十分活用すること、そして、医療においては
常にやさしい思いやりの心で、「ことば」を丁
寧に使い、病人の人間理解につとめる。また、
「病人の基本的人権、そしていのちにたいする
畏敬の心」を大切にし、法と倫理の心構えをも
つことが大事であります。
私たち実地医家のための会ではこの医学の大

切な本道について、過去50年学んでまいりま
した。
そしてその学会、日本プライマリ・ケア連合

学会は今年2月、ようやく日本医学会の中の一
つの学会として認められることになりました。
私はこのプライマリ・ケア、人間的な良い医

療は日本医学会全体の大黒柱でなければならな
いと考えています。
それで私は、私の論文集に「医学の本道、プ

ライマリ・ケア」という題もつけまして、日本
医学会会長の高久史麿先生に差し上げ、新入り

の日本プライマリ・ケア連合学会を日本医学会
の中の大事な学会として扱って下さるようお願
いしました。
これに対し、高久先生は私に、「このことは永

井先生の先見の明です」とご返事下さいました。
もっぱら大学や学会の中枢におられた先生か

ら、たいへん理解のあることばをいただいた、
と思っております。
そしていま、わが国は東北の大震災、原子力

災害という大きな国難の中にいます。
この問題は、人類が科学とどう向き合ってい

ったらよいかを問われていることであります。
かつて、原子物理学の湯川秀樹博士が次のよ

うに国民に警告したことがあります。それは
「科学というものは、本来科学者の知的衝動に
よって進んで止まない性格がある。一例として
原子爆弾が示すように、人類は科学、サイエン
スに対し、常に人間性にもとづく制御、ブレー
キをかけていく必要がある」というものです。
この言葉は、いま日本人に特に強く問いかけ

るものであります。私がお話いたしましたすべ
ての事柄は、科学としての医学、先端医学に対
するブレーキであり、本来在るべき医療への復
活、医療のルネッサンス活動であります。
私たちは過去50年、ひたすらこの道を歩き、

これを若木にまで育ててきました。
この若木、日本プライマリ・ケア連合学会が

日本医学会全体の屋体骨になるには、まだ多く
の年月を要すると思います。しかし、矛盾はか
ならず歴史が修正しますから、われわれは医学
の正しい在り方に向けて、皆様とともにこの道
を進みたいと考えています。
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去る7月27日（水）、県庁3階第1会議室に
おいて標記連絡会議が行われたので以下のとお
り報告する。

議　題
1．在宅人工呼吸療法並びに酸素療法を行っ
ている患者の台風時の対応方法の検討

（提案：沖縄県医師会）
＜提案要旨＞
台風銀座と云われる沖縄県は、毎年のように

台風の通過で多大なる被害と脅威を受けてい
る。在宅で人工呼吸療法並びに酸素療法を行っ
ている患者にとって、台風の襲来による停電の
発生は、直ちに在宅医療の中断を余儀なくされ
るもので、台風の嵐の中を医療機関へ移動しな
ければならないという大事変である。
台風は他の自然災害とは違い予想することが

できるので、その対策を立てることにより被害
を最小限度に食い止めることができる。これま
で南部医療センターでは、病院独自で台風時の

在宅患者受け入れ対策をとってきたが、国の在
宅医療促進の施策も手伝って近来の在宅患者の
急増傾向は、一病院での個別的な対応では色々
と困難な事態となってきている。
この様な状況下で在宅医療の患者を守るに

は、行政、地域、病院が一体となって対策を立
てる必要性が強く迫られるものと判断する。
そこで当方からの提案であるが、台風により

停電の可能性が強く見込まれる際、従来通り在
宅患者を台風が襲来する前に予め病院に収監す
るという方法よりは、もし停電が起こっても、
自家発電機があれば患者は在宅療養を継続する
ことができることになる。即ち、台風時の停電
対策をとることができれば、患者はわざわざ病
院に移動する必要はなくなる訳で、住み慣れた
在宅療法の中断は無くなり、嵐の中を移動する
負担も解消することができる。
その為には、緊急用携帯発電機・緊急用バッ

テリーの貸し出しが必要となるが、この問題は
地域が総力を挙げて支援することにより実現可

平成23年度第2回沖縄県・沖縄県医師会連絡会議

常任理事　安里　哲好
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能かと考える。沖縄県や医師会が音頭をとり関
係者（市町村、支援相談員、消防署、電力会
社、医療機関、訪問看護ステーション、保健
所、在宅機器エンジニア、ヘルパーステーショ
ン、患者会など）を招集し、対策会議を開催す
ることが早急に望まれる。宜しく、ご検討をお
願いする。
県立南部医療センター・こども医療センター

より、上記の提案があるので当件に関する県福
祉保健部の見解を伺いたい。

＜福祉保健部回答＞
○在宅での酸素療法を行っている患者に対する
台風時の対応については、福祉保健部の関係
部署のみならず、防災関係、市町村等様々な
機関で検討する必要があると考えている。
○検討に当たっては、県や市町村の防災計画の
中でも取り組んでいく必要があり、今後、会
議の持ち方を含め、検討させていただきたい。

＜主な意見＞
■我々も提案については非常にありがたいと考
えている。市町村の計画の中に、動線も含め
て明確に示す必要がある。急ぎ検討していく
必要がある。防災危機管理課とも調整を行
い、それぞれ縦割りの計画ということではな
く、県全体で一本化した計画を作成していき
たいと考えている。また、台風等が発生した
際に、家族全体で避難所に避難されるケース
も考えられるため、医療機関だけではなく関
係団体とも連携していく必要があると考え
る。本件については、全県的に検討するか、
先ずは地区を限定して検討するか等も含め、
早急に検討したいと考える（福祉保健部）。

2．「医療機関用子ども虐待対応マニュアル
～改訂版～」の発行について

（提案：県青少年・児童家庭課）
＜提案要旨＞
平成12年に児童虐待の防止等に関する法律

が施行されて以降、児童虐待問題に対しては、

相談支援体制の整備、強化や関係機関との連携
等を進め、虐待の未然防止や早期発見、早期対
応などに取り組んできたが、依然として児童虐
待は増加傾向にある。
そのような中、今般、県では医療機関への配

布を目的に、児童虐待が疑われる場合の医療機
関での対応方法や関係機関との連携のあり方等
について整理した「医療機関用子ども虐待対応
マニュアル～改訂版～」を作成した。
本マニュアルは、平成12年3月に作成した

「医療機関用子どもの虐待対応マニュアル」の
改訂版となるが、この間、児童虐待の防止等に
関する法律の施行、同法及び児童福祉法の大幅
改正など、児童虐待対策を取り巻く環境が大き
く変化したことなどを受けての発刊となった。
医療機関においては、日々の診療や検診を通

して妊産婦や子育て中の家庭と接点があり、児
童虐待の早期発見・早期対応においても、重要
な役割を担っている。
沖縄県医師会の協力をいただき、本マニュア

ルが医療機関に従事する多くの皆様に活用さ
れ、児童虐待問題への適切かつ、迅速な対応に
つなげていきたいと考えている。
また、本マニュアルでは、病院として児童虐

待に組織的かつ迅速に対応するため「院内子ど
も虐待対策委員会」の設置をお願いしていると
ころだが、複数診療科のある医療機関、特に拠
点病院においては積極的に設置していただくよ
う、改めて、沖縄県医師会から各医療機関への
周知方をお願いする。

＜主な意見＞
□児童虐待の早期発見は、院内での組織的な判
断と行動及び関係機関との連携が必要であ
る。「医療機関用子ども虐待対応マニュアル
～改訂版～」では、開業医院・子ども虐待対
応拠点病院での診断後の対応等がわかりやす
く示されている。本マニュアルの配布及び
「院内子ども虐待対策委員会」の設置等につ
いて依頼する（県医師会）。
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3．急患搬送の増加傾向を踏まえた救急医療
体制の検討について（提案：県医務課）

＜提案趣旨＞
○県内では、昨年末頃から救急搬送患者が増加
し、中南部圏域の救急病院において満床状態
と急患受入れの厳しい状況が続いている。
○このため、県としては、病床の有効活用を含
めた医療連携のあり方、かかりつけ医の活
用、介護・福祉施設等における看護のあり方
等、救急医療体制の総合的な検討を行いたい
と考えている。
○今後、早い時期に救急医療協議会や各方面の
関係団体等で検討を進めたいと考えており、
県医師会のご協力を賜りたい。
○なお、検討結果は次期の保健医療計画に反映
させるとともに、検討状況に応じて、早急な
対応も図っていきたいと考えている。

＜主な意見＞
□近年、高齢化が進み、高齢者救急や高齢者介
護施設からの救急で、ベッドが長期に渡り占
有され、ベッド回転が悪くなっていることが
問題になっている。また、医療政策により、
療養病床が増加し、一般病床が減少した。そ

してまた療養病床の増加は、一般病床におけ
る平均在院日数の減少ももたらし、結果とし
て病床稼働率の著しい低下を引き起こしてい
る（県医師会）。
□病床を区分したことにより、有床診療所に軽
症患者が入院できなくなった。有床診療所の
機能を明確にし、その病床を有効活用するこ
とが重要である。有床診療所の地域での位置
づけ、診療科別の相違、入院患者の特性、在
宅医療や終末期医療の現状を把握するための
調査をしていただきたい（県医師会）。
□平成20年に改訂された沖縄県保健医療計画
の救急医療体制体系を再度、見直す必要があ
る（県医師会）。
□国際医療福祉大学高橋教授によると、人口推
移率からみる要介護者・要医療患者数は、他
県が減少するのに対し、沖縄県は、現在の
1.2～1.3倍増になると予想されている。早
急に必要病床数の再検討を検討していただき
たい（県医師会）。
■病床を増やしてもうまくいかない。医療連携
及び介護福祉施設のあり方等を再検討し、国
への要望、県での対策等全体的にまとめなけ
ればならない（福祉保健部）。

印象記
常任理事　安里　哲好

例年になく、本島直撃の強い台風の頻度が多い感がする。しかし、経年的にみれば特に大きく
変化した状況ではないと思われるが、毎年農作物の多大な損害が生じ、時に土砂崩れや床下浸水
を伴うのは、置かれている沖縄の地理的背景ながら苦渋に思う。医療関係では、停電が大きな問
題であろう。本来の電力が停止になり、自家発電に代わる数10秒の間、人工呼吸器が今回もスム
ーズに継続しうるかいつも心配である。
議題1．「在宅人工呼吸療法並びに酸素療法を行っている患者の台風時の対応方法の検討」は当

会からの提案で、風の中、家族共々病院に避難している現状があるが、そのようなことが生じない
よう、前もって、関係各位が連携を持って対策を立てる必要があり、また、緊急用携帯発電機・緊
急用バッテリーの貸し出しができる環境を、地域が総力を挙げて支援することが望まれると要望し
た。家族の対応、市町村の対応、医療機関の対応、避難場所の対応（地域に補助電力を有する場所
や携帯用発電機器を準備している場所があれば対応可能であろうし：地域ごとに医療機関が兼ね



る？）等がある。台風時（災害時）の問題であり、主たる所轄部署は防災課であろうとの意見があ
った。県行政の中でも関連部署で検討を要する問題で、議会でも取り上げられたとのことだが、市
町村を中心にその道筋を位置づけることが重要であると述べていた。当会からは、ある地区をモデ
ルケースに実践し、拡大して行ったらどうかと提案した。在宅人工呼吸療法を行っている患者さん
は208名（平成23年7月現在）で、那覇市・宜野湾市を中心に各市町村に広がり、年齢層は10歳
未満を中心とする20歳代以下の層と50から70歳代の2層にピークを認めた（表1、2）。

議題2．「「医療機関用子ども虐待対応マニュアル～改訂版～」の発行について」の説明と協力
依頼があった。マニュアルは診察時の心構え、早期発見時のための観察ポイントや虐待部に気づ
くための身体所見等、そして、診療所や子ども虐待対応拠点病院での診断後の対応等が詳しく・
わかりやすく示されている。診療現場で、多いに有効利用してもらいたいものだ。
議題3．「急患搬送の増加傾向を踏まえた救急医療体制の検討について」について、県医務課よ

り、救急搬送件数が増加しており、中南部圏域の救急病院において満床状況と救急患者の受け入れ
の厳しい状況が続いていると報告があり、救急医療協議会や各方面の関係団体、そし医師会の協力
を得て、その対策を検討して行きたいと述べていた。沖縄県の救急病院は、入院患者数の2～3割
を長期入院患者が占めており、一方病床利用率が100％前後で平均在院日数10日前後の病院が比
較的多い。また、国際医療福祉大学の高橋教授の「2次医療圏をもとに日本の医療提供体制を考え
る」によれば、沖縄県（那覇市、宜野湾市）の医療需要は2025～2035年にかけて1.20～1.33倍
に増加すると報告している。病病・病施設連携や在宅医療・療養等との連携にて、救急病院の長期
入院患者の軽減が促される事を期待するが、人工呼吸器管理患者、人工透析患者、多臓器疾患を有
する患者、がんの末期（血液疾患等）患者等をどこで医療・療養するか多くの問題を要す。更に、
医療制度改革の方向性として、一般病床は約2割を高度急性期、約5割を一般急性期、約2割を亜
急性期・回復期リハビリ等に、長期療養に関しては医療区分1が介護施設、医療区分2・3は医療
療養施設で対応する方向性で模索しているようである。それに応じて、マンパワーの投入強化（高
度急性期は2倍程度、一般急性期は1.6倍程度、亜急性期・回復リハ等はコメディカルを中心に
1.3倍、長期療養はコメディカルを中心に1.1倍程度）と在院日数の短縮（高度急性期は14日、一
般急性期は9日、亜急性期・回復期リハは2割程度、医療療養は1割程度、精神病床は1割程度の
短縮）のシナリオを描いているようだ。次回の保健医療計画では、現状を鑑み、必要病床数の再検
討を早期に行う必要があるのではと考えると同時に、更なる医療連携の充実が望まれる。
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第1号議案
平成22年度決算書類承認の件
Ⅰ．事業活動の概況に関する事項
1．平成22年度における主要な事業内容・事業
の経過及びその成果
（1）組合及び組合員をめぐる経済・経営状況
平成22年度の我が国の経済情勢は、好転

を示す指標も幾つかあって、やや回復基調が
みられた1年でありました。
本組合ではこの様な環境と経済情勢の下、

医師協同組合の存在の必要性を大いに自覚
し、九州医師協同組合連合会及び全国医師協
同組合連合会との更なる連携、取り組みの強
化を図り、購買、保険の各種事業において一
定の効果を上げることが出来ました。
（2）共同事業の実施状況
平成22年度における主な事業はカルテ・

レセプト用紙の販売を中心とした共同購買事
業と九州医師協同組合連合会、全国医師協同

日頃より沖縄県医師協同組合の各種事業へのご参加とご利用、誠にありがとうご
ざいます。
去る7月14日（木）に平成22年度の決算と平成23年度の事業計画に関する沖縄

県医師協同組合第20回通常総代会を沖縄県医師会館において開催し、ご承認賜り
ましたのでご報告致します。
開催にあたり、宮城信雄沖縄県医師協同組合理事長より、昨今の厳しい医療環境に

おいては医師協同組合の役割・意義は非常に大きいものがあり、今後とも先生方の医
師協同組合の各種事業に対する理解と協力をお願いしたいとの挨拶がありました。
通常総会の議事は那覇地区選出の糸数健総代に議長役を受託いただき、進行して

いただきました。
以下に報告致します。
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沖縄県医師協同組合第20回通常総代会

沖縄県医師協同組合専務理事　真栄田　篤彦
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組合連合会の各種キャンペーン、株式会社メ
ディエントランスの医療用品カタログ通販、
OA機器消耗品の斡旋等による受取購買事業
である。平成22年度は特にカタログ通販事
業に力を入れ、組合員への案内を積極的に行
ない、ご利用件数及び額は前年度を大きく上
回り、今後の購買事業の核となる事業に発
展、拡大しました。
その他、生命保険、損害保険の各種保険の

保険料の引去りを代行する受取事務代行事
業、ヤクルト自動販売機の紹介斡旋事業、全
国医師協同組合連合会保険手数料事業等の受
取斡旋事業についても新規開業、新規組合加
入者を中心に営業活動を推進しました。

2．業務提携等重要事項の概要
（1）大手書籍販売会社とFAX及びWEBで
の書籍発注･配送システムの構築。
平成22年度は全国医師協同組合連合会及

び大手書籍販売会社からFAX及びWEBで
の書籍注文･配送のシステム提供を受け、組
合員へ案内し受注を開始しました。

3．直前3事業年度の財産及び損益の状況
（当該事業年度は含まない）

4．対処すべき重要事項・組合の現況に関する
重要な事項
（1）医師協同組合への新規加入を促進し、運
営基盤をより強固にする。

（2）九州医師協同組合連合会及び全国医師
協同組合連合会との連携をより強化すると
ともに、組合員への商品供給・情報伝達を
よりスピードアップさせる。

Ⅱ．運営組織の状況に関する事項
1 前事業年度における総会の開催状況
（1）第19回通常総代会

開催日時　平成22年11月10日　木曜日
午後7時30分

開催場所　沖縄県医師会館2F 会議室1
南風原町字新川218－9

出席した組合員の数　46人
出席した理事の数　　10人
出席した監事の数　　 2人
出席方法　本人出席　19人
委任状出席　　　　　27人　
重要な事項の議決状況
第1号議案 平成21年度決算書類承認

の件（原案どおり承認）
第2号議案 平成22年度事業計画・収

支予算承認の件
（原案どおり承認）

第3号議案 平成22年度における借入
金の最高限度額決定の件

（原案どおり決定）
第4号議案 役員報酬決定の件

（原案どおり決定）
第5号議案 役員改選の件
第6号議案 平成22年度における収支

予算の事業計画の範囲内
における補正ならびに流
用についての権限を理事
会に委任する件

（原案どおり承認）
第7号議案　定款変更の件

（原案どおり承認）

2 理事会の開催状況

 21  20  19  

 56,797,107 50,152,908 60,276,291

 43,027,663 42,145,161 47,442,412

 34,560,309 29,295,478 35,140,585
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3 組合員数及び出資口数の増減
（出資1口の金額10,000円）

第2号議案
平成23年度事業計画・収支予算承認の件
Ⅰ．事業計画
1．共同･受取購買事業

本年度は共同・受取購買事業の目標を
10,935,000円に設定｡

2．受取事務代行事業
本年度は、集金事務代行業務の収入を

18,286,000円に設定｡

・生命保険…各種生命保険の案内及び保険料引
き去り（9社）

・損害保険…医師賠償責任保険、所得補償保険、
火災保険、自動車保険等の保険料
引き去り（3社）

3．受取斡旋事業
本年度の目標は4,231,000円に設定。

4．教育及び情報の提供事業
経営管理及び医療技術の向上を図るための

研修会（講習会･講演会）を開催し、組合員に
対し、情報提供に資するよう企画開催します。

1）講習会・研修会の開催
組合員の事業に関する講習会に専門家を

招聘し、年1回開催する。

2）情報の提供事業
沖縄県医師会報等を通じ、取扱商品の市

況情報等を組合員に提供します。
（平成21年度沖縄県医師協同組合収支予算
一覧表掲載。）
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平成23年度沖縄県医師協同組合収支予算 収入の部　NO-２

平成23年度沖縄県医師協同組合収支予算 収入の部　NO-1
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平成23年度沖縄県医師協同組合収支予算 支出の部　NO-２

平成23年度沖縄県医師協同組合収支予算 支出の部　NO-1
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第3号議案
平成23年度における借入金の最高限度額決定
の件
今年度も例年のとおり900万円とする。
（実際は予算内で執行しており、借入したこ

とはない。）

第4号議案
役員報酬決定の件
年間414万円以内とする。

第5号議案
平成23年度における収支予算の事業計画の範
囲内における補正並びに流用についての権限を
理事会に委任する件
事業を拡大することにより経費需要が旺盛

になる事が予想され、当初予算での適正執行
が困難な場合、予算を効果的に運用するため
流用または補正の必要が生じてくることも考え
られる。
（今日まで流用の執行をしたことはない。）

印象記
沖縄県医師協同組合専務理事　真栄田　篤彦

平成23年の県医師協同組合の総会も無事に終わりました。多くの会員を代表して出席いただき
ました総代の先生方に御礼申し上げます。
また一年を通して、多くの会員先生方には、ご利用・ご協力いただき感謝申し上げます。
医師協同組合の事業として購買部門と保険部門があります。購買に関してはインフルエンザ迅速

判定キッド等の医療関係商品の通販購買が増加傾向にあります。そのほか医協取扱い商品の見直し
や自販機の機種・手数料の再検討など、会員の皆様方にご購入いただいて医業経営に少しでもお役
に立てるような商品を今後も提供していきたいと企画して参ります。もう一方の大きな収益事業で
ある保険事業に関しては毎年厳しく、コンプライアンスの関係もあり、保険加入総数は年々減少し
ており、その影響は当組合も全国と同じように右肩下がりの減益状態が続いております。
昨年度、会員のみだけでなく、多くの先生方にもご参加・ご利用できるように定款を変更して

「賛助会員」制度を追加しました。保険加入増や購買利用ができるようになります。勤務医対策に
関しても検討して参ります。
なお、本年3月11日に未曾有の東日本大震災が起こった際に、協同組合の「互助の精神」で当

会は全国医師協同組合と九州医師協同組合連合会と共に連携して見舞金を送付しましたことを併
せて御報告いたします。
今後も当会会員の先生方皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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去る7月16日（土）から18日（月）までの
3日間の日程で、宮城会長をはじめとする18名
が台湾を訪問し、姉妹会である台中市医師公会
との交流親善を図った。
台中市医師公会と本会は平成16年の2月に

姉妹会を締結し、以後相互に訪問し友好を深め
ているところであり、本来は来年台中市醫師公
會を訪問する予定になっていたが、中華民国
100年を迎える記念の年に合わせ本年の訪台と
なった。
初日の意見交換会では、秀伝医療グループ趙

美珍主任より、「台湾における観光医療」につ
いて、中国医薬大学医学部陳祖裕主任より「卒
業後の一般医学訓練計画」についてレクチャー
を受けた。
その後、懇親会に移り、両医師会関係者全員

による記念撮影の後、台中市醫師公會の羅
倫 理事長による歓迎のご挨拶、本会宮城信

雄会長の挨拶、台中市政府蔡炳坤副市長の挨
拶、台中市医師公会の巫永徳顧問による乾杯で
開宴となり、会場は大いに盛り上がった。
なお、意見交換会の講演の概要、懇親会にお

ける羅理事長、宮城信雄会長の挨拶を以下のと
おり掲載する。

Ⅰ　意見交換会
「台湾における観光医療」

秀伝医療グループ主任　趙美珍
台湾では、1997年より医療ツアーサービス

の提供を開始し、非侵襲性の手術を行っていた
が、2001年から2006年にかけては美容メディ
カルが主流となっている。
Patients Beyond Borders誌によると現在

のメディカルツーリズムの市場規模は200億米
ドルとなっており、2011年には400億米ドル
を上回ることが予想されている。

台中市医師公会親善訪問

理事　金城　忠雄
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また、2010年の統計では世界で300～400
万人が海外で診察を受けており、米国では
2015年にはメディカルツーリズムの利用者が
2,000万人を上回ることが予想されている。
なぜ、自国ではなく海外で医療を受けるのか

という点については、国際標準の医療品質、
WEBの積極的活用、専門医療の提供、費用の
透明化、観光を含むツアーパッケージの充実等
が上げられる。

アジア各国では医療ツアーサービスが盛ん
で、タイにおいては今後更なる成長が見込まれ
ている。

台湾においても2007年より医療サービスの
国際化が推進され、馬総統も全面的に観光医療
を支援し、2009年からは衛生署による「国際
医療サービス」プロジェクトが進められている。
このプロジェクトを進めるにあたって下記の

点を重要視している。
国際マーケティング、観光活用、航空会社等

異業種との提携、政府と連携（ビザの早期発行

等）、より良い医療サービスの提供。
なお、台湾で行っている特殊な医療サービス

は、関節置換術、心臓血管治療、がん治療、減
量手術、人工生殖技術、生体肝臓移植、頭蓋と
顔面の再建手術である。
台湾の医療品質は高く国際レベルに達してお

り、医療価格では国際的にも低く抑えられている。
秀伝医療グループでは全島域に7施設の医療
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機関があり、どの地域で手術をしても全島でケ
アが行える体制が取れる。
また、グループではホテルと医療機関を組み

合わせた“Hospitel”としてサービスを提供し
ている。なお、提供する医療は、最高水準の健
康診断、医学美容治療、ストレス解消サービ
ス、睡眠治療、高圧酸素治療などの、非侵襲性
医療である。

サービスの手順としては、依頼者より連絡を受
けて24時間以内に担当者から返答を行い、依頼
者の病状等を把握したうえで計画書を作成し、治
療費を含め納得した時点で契約が成立する。な
お、航空券や宿泊など滞在中の全てのケアを行っ
ており、帰国後の追跡サービスも行っている。

海外での展示会にも積極的に参加しPRを行
っている。

「卒業後の一般医学訓練計画」
中国医薬大学医学部主任　陳祖裕

卒後医学教育には一般医学訓練と専門医訓練

がある。台湾では1988年から専門医訓練が始
まっている。一般医学訓練では、西洋医、漢方
医、歯科医が設けられており、中でも西洋医は
2003年から開始されている。
この制度は医療保険と深く関わっており、卒

業後の専門訓練に極端に偏りすぎ、それとは逆
に医学的な論理、一般的な医療は重視されない
傾向にあった。コミュニティ医学教育も不足で
あった。2003年から卒後一般医学訓練が始ま
ったが、それはSARSが発生したことにより、
それまでの医学教育の問題点が浮き彫りになっ
たためであった。
台湾では医科大学が 12 施設あり、毎年

1,400名が卒業し、その卒業生が一般医学訓練
を受けている。その訓練を行う病院が100施設
となっている。
卒後一般医学訓練カリキュラムは、2003年

のスタート時点では3ヶ月の期間であったが、
2006年には6ヶ月、2011年からは1年間の訓
練となっている。

これまでは専門科を選択した後に訓練を行っ
ていたが、2011年以後は一般訓練の修了後に
専門科の選択に移る。
なお、卒後一般医学訓練を行うにあたって

は、当初は各病医に一般医学を訓練できる医師
並びに、教育に当てはまる症例が少ない等の難
点があった。また、教育と患者の安全を両立さ
せなければならない苦労も発生した。更には経
費、準備、関心の無さの問題に加え、反対者も
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多数あり、多くの面で不利が生じている。
しかしながら、社会のニーズに応えるために

台湾の医療界は頑張っており、学生の満足度も
年々上がっている。
未来の展望としては、レジデント卒業後の

PGYと専門医のトレーニングの推進、医学教
育を現行の7年から6年に短縮しPGYに合わ
せる。専門医の訓練と医師の生涯学習の推進が
求められる。

Ⅱ 台中市医師公会・沖縄県医師会懇親会
意見交換会の終了後行われた懇親会は、来賓

の台中市衛生署顧問、衛生局長、台中市議、台

中市医師公会役員等80人、本会から18人の計
98人が参加し、私どもは熱烈な歓迎を受けた。

台中市醫師公會羅倫 理事長挨拶
沖縄県医師会宮城会

長ご夫妻始め関係者の
皆々様、今晩は。台中
市醫師公會一同を代表
して、皆様のご来訪を
心より歓迎いたします。
台湾と日本は歴史上深

い関係があり、地理的に隣国でもある上、民間
においても深い絆で結ばれているという事は言
うまでもありません。
思い起こせば12年前の1999年9月21日に

台湾中部大震災が発生した折は、日本の方々が
直ちに救いの手を差し伸べてくださったことに
対して深く感謝しております。今年3月11日
に日本東北地方にマグニチュード9.0の大震災、
それにともなう津波・原発事故が起こりまし
た。亡くなられた方々も多く、心からお悔み申
し上げます。台中市醫師公會代表は早速台湾元
100万元の義援金を送らせていただきました。
（3月末に兵庫県医師会を通して寄付致しまし
た）一日も早く復興できることを私ども始め台
湾の方々は皆心よりお祈り致しております。
私ども台中市醫師公會と沖縄県医師会はお互

い訪問しあうことで、医療の向上に協力し、非
常に良い関係を築いてまいりました。今日「台
湾における観光医療」および「卒業後の一般医
学訓練計画」というテーマを用意しました。こ
れを通じて、お互いの人文・品質・医学・医療
環境の理解を高められたと思います。現在、台
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湾の医師たちは医療報酬が点数総額という枠の
もとで制限され、非常に難しい現状におかれて
います。
これからも末永く相互に訪問し、更に深い友

情を築き、両国の医療健康品質を高められるこ
とを望んでいます。最後にご来訪の皆様のご健
康とご多幸、ご活躍をお祈りし、私の歓迎の言
葉とさせていただきます。

沖縄県医師会宮城信雄会長挨拶
皆様今晩は、中華民

国100年の記念すべき
年に台湾を訪れ、台中
市医師公会の先生方並
びに、関係者の方々に
お会いすることができま
したことを大変嬉しく思

います。また、このような懇親会の場を設けて
いただきましたことに心より感謝申しあげます。
ご承知のとおり、去る3月11日、日本の東

北・関東沖で国内観測史上最大となるマグニチ
ュード9.0の大地震が発生し、東北地方の沿岸
部は大津波に襲われ、原発事故も発生ました。
死者・行方不明者併せ、2万8,500人以上に上
り、未曾有の大震災となっています。
この度の大震災に際しましては、沖縄県医師

会でも発災直後に、医師、看護師、事務で構成
する医療支援班を編成し、3月15日から5月
31日まで2ヶ月半にわたり、岩手県大槌町で医
療支援活動を行いました。被災地の医療機能は
徐々に回復しておりますが、全体的な復興には
まだかなりの時間が要するものであり、現在、

国を挙げて取り組んでいるところです。
また、この度の大震災には、台湾国当局並び

に国民の方から物心両面にわたる多大なご支援
を賜っています。台湾のみなさま方の国を超え
た絶大なるご支援に、衷心より感謝申しあげる
次第であります。
さて、日本では、少子高齢化の進行をはじめ

として社会経済状況が大きく変化する中、国民
生活の安心を確保すべく、現在、社会保障制度
改革と必要な財源を確保するための、「社会保
障と税の一体改革」について議論が進められて
います。国民医療を担う日本医師会は、今後は
国民医療費を引き上げると共に、これまでの日
本の医療の在り方を尊重しつつ強化する必要が
あるとして、財源は保険料の見直しと税制改革
で手当するべきと主張しています。
台湾においても医療費財源の問題でご苦労さ

れていると思いますが、国民の医療を担う同じ
医師会の立場として、台中市医師公会の先生方
とその辺りの情報交換もお願いしたいと考えて
います。
本日は、先程の意見交換会で、「医師養成

（研修）システム」について、また、「医療ツー
リズム」について台湾の状況をご教示賜り、勉
強をさせていただきました。今後とも引き続
き、相互交流を通して、両国の医療事情に理解
を深め、これからの医師会活動の糧にしていき
たいと考えています。
最後に、台中市医師公会の今後ますますのご

発展並びに、ご参会の皆様のご健勝を祈念して
ご挨拶といたします。
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印象記
理事　金城　忠雄

この度、中華民国建国100年を記念して平成23年7月16日（土）～18日（月）海の日、連休
を利用して台中市医師公会との交流会を目的に総勢18名で訪問することになった。
沖縄県医師会と台中市医師公会とは平成16（2004）年2月20日、稲冨洋明前会長時代に相互

の医療情報交換と親善発展のため姉妹会締結している。姉妹会締結の由来は、平成15・6年当時
台中市の深刻なSARS感染症発生と世界ウィルス学会が開かれたことと、台中市は稲冨前会長が
幼少の頃過ごしていたことなどのご縁のようである。
台北の空港には、台中市から2時間もかけ医師会の方々がお迎えして下さりいたく恐縮した。

ホテル到着シャワーと着替えの後、早速意見交換と懇親会のスケジュールである。
懇談会のテーマに2題が用意されていた。
まず「台湾における観光医療」について。
台湾医療サービスグローバル化計画があり、現在のところうまくいくよう努力していると。次い

で「卒業後の一般医学訓練計画」の講演では、成果あり非難ありと試行錯誤の努力をしていると。
演者は「百年樹人」の格言を引き、人を育てるには長い年月が必要であると、指導医の充実など卒
後研修の困難さを述べていた。日本においては、決めてしまえば変更困難だが、台湾では、経験に
より医学部教育年限を減らしたり、卒後研修の充実など試行錯誤改革をしているなど良い印象を持
った。
講演会の後、懇親会となり台中市医師公会主催の歓迎パーティーに移った。

歓迎パーティでは、医師総勢13人の台中市医師会オーケストラの演奏と歌を披露された。沖縄民
謡と紹介された「喜納昌吉の花」には山城千秋先生が楽団に合わせて歌った。
台湾の方々は、非常にパワフルであり酒にも強い。ワインもウイスキーも紹興酒も次々と勧め

られるので呑みすぎた。隣国なのに言葉が通じないのには、もどかしさ情けなさを感じた。私は、
少々呑み過ぎたため二次会に参加できず失礼をした。
2日目の早朝、台中市の医師会の方々の見送りを受けて台北向けホテルを出発した。
台湾新幹線は、日本が全面的協力で完成したとのことで非常にすばらしい乗り心地である。異

国に来て日本の活躍を見るのは気持ちのいいものだ。
風光明媚な「九 」をたずねる。ガイド嬢の案内では、昔は寒村だったらしい。当地は、一時

期はゴールドラッシュで沸き、そして現在は、本省人と外省人との大規模な抗争、台湾2・28事
件を扱った映画「悲情城市」の影響で一大観光地になっている。発酵食品のブチクンしそうな強
烈な匂いと大勢の観光客で混雑した路地を経て、昼食は、景色の良いところで台湾郷土料理を堪
能した。
台北のホテルは、全体朱塗りの威容で豪華な圓山大飯店（グランドホテル）である。帰りの日

は、早朝の衛兵交代式と忠烈祠を拝観す。ガイド嬢の話では、台湾は徴兵制があり、青年は兵役
中の訓練で頼もしく成長し一人前の男になると語っていた。
故宮博物館見学、収蔵物の豊富さ展示物のすばらしさは、言葉に表現できない。戦争中の混乱

のなか、北京から大陸を移動運搬し、よくもこれだけの財宝を運んだものだと感心する。ルーブ
ル、メトロポリタン、大英博物館にならぶ世界4大博物館に名に恥じない芸術品のオンパレード
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である。ガイド嬢の説明も表現力も適切、幾度でも見学したい心残りの見学であった。
台湾は、漢字の国なので親近感があるが旧漢字なのでなんとなく違和感もある。たとえば、日

本字の台湾は「臺灣」と書く。子供たちは苦労するのではないかと同情してガイド嬢に確かめる
と、生徒は順調にうまく書けるとの答えが返ってきた。
台湾にも元号があり、懇親会案内冊子に、民国100年7月16日（星期六）と記してある。さし

ずめ日本式に直すと平成23年7月16日（土）となる。
案内のガイド嬢は、大陸中国との違いを力説、「臺灣」のアイデンティティーを言葉の端々から

感じ取れた。ガイド嬢の台湾に対する誇りある愛国心、愛着振りには感動する。
お互いに、医師会長が代わっても交流会の継続はすばらしい。この姉妹会交流がこれからも継

続していくことを望むものである。非常に有意義な台中医師公会訪問であった。

報　　告
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報　　告

印象記
台中市医師公会・沖縄県医師会～懇談会・懇親会

～「おもてなしの心！」～
理事　照屋　勉　

中華民国建国100年を記念して、平成23年7月16日（土）～7月18日（月）に台中市医師公
会との交流会が執り行われました。訪問日程表には・・・、「【懇談会】（時間）100．7．16（土）
PM4：30～6：00、（場所）テンパスホテル台中C館301会議室・・・」と記されておりまし
た。台湾では、建国年である1912年を元年とする"中華民国暦"と"西暦"が併用されている事を初
めて知りました。（ちなみに、明治45年・大正元年も1912年！今年は、大正100年、昭和86年、
平成23年ということになります！）
【懇談会】〈第1部〉「台湾における観光医療！」：①「医療の国際化サービスのニーズが高ま

っている！」・・・という話、②「Hospital＋Hotel＝Hospitel！」・・・という話、③医療ツ
アー＝最高水準健康診断・美容医療センター・LOHASストレス解消センター・睡眠治療・高圧
酸素治療etc！（ちなみに、LOHAS＝Lifestyles  Of  Health And Sustainability＝健康と環
境・持続可能な社会生活を心がけるライフスタイル！）・・・などなど。
〈第2部〉「卒業後の一般医学訓練計画！」：①全人医療～bio-psycho-social（生理・心理・

社会＝バイオ・サイコ・ソシアル）・・・という話、②医師は「社会の道具！」・医学教育は
「社会のニーズ」に対応しなければならない・・・という話、③「十年樹木・百年樹人＝10年か
けて木を育て、100年かけて人財（人材・人在・人罪ではない！）を育てよ！」・・・という話、
④「未来の展望！～専門医の訓練と医師の継続教育！」・・・などなど。通訳を介しての【懇談
会】でしたので、時間的にギリギリ・いっぱいいっぱいのタイムスケジュールでしたが、本当に
素晴らしい内容のご講演で、勉強不足を痛感しつつ、とても参考になりました。
今回の「交流会」の超ウルトラスーパーなキーワードは、"おもてなしの心！"・・・。①台北

空港まで、台中市医師公会理事長先生以下10数名の方々による"熱烈歓迎"なお出迎え！、②"お
もてなしの心"を前面に出した素晴らしい内容（「医療ツーリズム」＋「卒後研修プログラム」）の
講演会・懇談会！、③懇親会を寿ぐ台中市医師公会理事の先生方による"オーケストラ・ミュージ
ック・ショウタイム"！（かなり練習したそうです！衣装もバッチリでした！）、④小さきグラス
なれど、"オール乾杯"が続く懇親会！。～そして、カラオケ大会のような大盛り上がりの2次会！
（ビール・ワイン・紹興酒・43度のウイスキーetc、酒の種類は関係ありません！台湾の先生方、
本当にお酒も強いです！カラオケも大好きです！）、⑤翌日、プチ観光出発直前に、二日酔いの素
振りも見せずホテルのロビーで"最後のお見送り！"～お洒落なネクタイ・スカーフなどのお土産
まで頂きました。台中市医師公会の先生方・事務の方々、本当にお世話になりました！。ありが
とうございました！。今後とも、宜しくお願い申し上げます。
【P.S.】数年後、沖縄県医師会が担当する「交流会」の際には、何はともあれ万難を排して、

「空港までお迎えに行くべし！」・・・と、改めて認識いたしました！。


